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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年３月１１日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時４４分　散会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員
委 員 長 野口　博  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 三好義治
委　　員 中川嘉彦  委　　員 水谷　毅

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者

　　市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長　乾　富治 同室次長　山口　猛
秘書課長　池上　彰 政策推進課長　谷内田　修 同課参事　上田和生
人事課長　大橋徹之 人権女性政策課長　荒井陽子　
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野人士
同部参事兼納税課長　東角泰典
総務課長兼選挙管理委員会事務局長　松方和彦 防災管財課長　西川　聡
情報政策課長　槙納　縁 市民税課長　和田元伸 固定資産税課長　中西利之
工事検査室長　宮木茂実
会計管理者兼会計室長　牛渡長子
監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　山田雅也
消防長　熊野　誠 消防本部次長兼消防署長　樋上繁昭
総務課長　明原　修 同課参事　堤　仁志 予防課長　納家浩二
警備課長　橋本雅昭 警防第１課長　萩原秀夫 警防第２課長　松田俊也　

　　警備課参事兼警防第１課参事　木下正雄　警備課参事兼警防第２課参事　幸田英基

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２６年度摂津市一般会計予算所管分
議案第１０号　平成２５年度摂津市一般会計補正予算（第７号）所管分
議案第２１号　摂津市消防長及び消防署長の資格を定める条例制定の件
議案第３８号　摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制定の件
議案第２９号　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一

部を改正する条例制定の件所管分
議案第２２号　摂津市事務分掌条例の一部を改正する条例制定の件
議案第２３号　摂津市附属機関に関する条例等の一部を改正する条例制定の件
議案第２４号　摂津市職員の修学部分休業に関する条例及び摂津市職員の高齢者部分

休業に関する条例の一部を改正する条例制定の件
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議案第２５号　特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例制定の件

議案第２６号　摂津市職員の管理職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第２７号　一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定

の件
議案第２８号　摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第　４号　平成２６年度摂津市財産区財産特別会計予算
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（午前１０時　開会）

○野口博委員長　ただいまから総務常任

委員会を開会します。最初に理事者から

挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　年度末で公私何かとお忙しいところ、

本日は、総務常任委員会をお持ちいただ

きまして大変ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で当委員会に付

託されました案件について、ご審査を賜

りますけれども、何とぞ慎重審査の上、

ご可決いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

　一旦退席いたしますが、どうぞよろし

くお願いいたします。

○野口博委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、渡辺委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。

　最初に補足説明を求めます。

　有山総務部長。

○有山総務部長　議案第１号、平成２６

年度摂津市一般会計当初予算のうち、総

務部等の所管につきまして、目を追って

主なものについて補足説明をさせていた

だきます。

　まず、歳入ですが、１８ページ、款１、

市税、項１、市民税、目１、個人は、前

年度に比べ５，９００万円の増額です。

　目２、法人は、前年度に比べ１億６，

５８０万円の増額です。これは、景気回

復による主要法人の業績改善を見込むも

のです。

　項２、固定資産税、目１、固定資産税

は、前年度に比べ３，６２０万円の減額

です。

　目２、国有資産等所在市町村交付金及

び納付金は、前年度と同額です。

　項３、軽自動車税は、前年度に比べ７

０万円の減額です。

　２０ページ、項４、市たばこ税は、前

年度に比べ２，０００万円の減額です。

これは、全国的なたばこ消費人口の減少

によるものです。

　項５、都市計画税は、前年度に比べ１，

７９０万円の減額です。

　款２、地方譲与税、項１、地方揮発油

譲与税は、前年度と同額です。

　項２、自動車重量譲与税は、前年度と

同額です。

　２２ページ、款３、利子割交付金は、

前年度に比べ３３６万円の増額です。

　款４、配当割交付金は、前年度に比べ

２，６２５万円の増額です。これは、税

制改正に伴うものです。

　款５、株式等譲渡所得割交付金は、前

年度に比べ４７６万円の増額です。

　款６、地方消費税交付金は、前年度に

比べ２億５，２５０万円の増額です。こ

れは、地方消費税の税率変更に伴うもの

です。

　２４ページ、款７、ゴルフ場利用税交

付金は、前年度に比べ２０万円の減額で

す。

　款８、自動車取得税交付金は、前年度

に比べ３，７２４万円の減額です。これ

は、税制改正に伴うものです。

　款９、地方特例交付金は、前年度と同

－3－



額です。

　款１０、地方交付税は、前年度と同額

です。

　２６ページ、款１１、交通安全対策特

別交付金は、前年度と同額です。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目１、総務使用料は、庁舎施設等

使用料です。

　２８ページ、目５、土木使用料は、市

営住宅使用料及び市営住宅用地使用料で

す。

　３０ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料は、税務諸証明手数料及び税務

督促手数料です。

　３４ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目１、総務費国庫補助

金は、番号制度システム整備補助金です。

　３６ページ、目４、土木費国庫補助金

は、公的賃貸住宅家賃低廉化のための社

会資本整備総合交付金です。

　項３、委託金、目１、総務費委託金は、

基幹統計調査委託金及び統計調査員確保

対策事業委託金です。

　次に、４０ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目１、総務費府補助金

は、総合相談事業交付金、緊急雇用創出

基金事業補助金です。

　４６ページ、項３、委託金、目１、総

務費委託金は、府税徴収事務委託金です。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入は、土地貸付収

入です。

　目２、利子及び配当金は、各種基金利

子です。

　４８ページ、項２、財産売払収入は、

土地売払収入です。

　款１７、寄附金は、前年度と同額です。

　款１８、繰入金、項１、特別会計繰入

金、目１、財産区財産特別会計繰入金は、

財産区財産特別会計からの繰入金です。

　項２、基金繰入金、目１、財政調整基

金繰入金は、前年度に比べ４億１，４１

１万４，０００円の減額です。

　目２、公共施設整備基金繰入金は、前

年度に比べ３億８，３７９万７，０００

円の減額です。

　５０ページ、款１９、諸収入、項１、

延滞金、加算金及び過料、目１、延滞金

は、前年度と同額です。

　項２、市預金利子は、前年度に比べ６

万７，０００円の増額です。

　項３、貸付金元利収入、目３、家屋被

害復旧資金貸付金元金収入は、前年度に

比べ５万９，０００円の減額です。

　５２ページ、項４、雑入、目１、滞納

処分費は、前年度と同額です。

　目２、雑入は、市町村振興協会交付金

などです。

　５８ページ、款２０、市債は、前年度

に比べ８億３，８８０万円の増額です。

これは、臨時財政対策債の借換債を発行

するためです。

　本年度発行予定の市債は、目１、総務

債は、コンピュータシステム新規構築事

業債。

　目２、民生債は、災害援護資金貸付債

及び民間保育所施設整備補助事業債。

　目３、商工債は、南千里丘モデルルー

ム跡整備事業債。

　目４、土木債は、橋梁耐震化等事業債、

吹田操車場跡地まちづくり事業債及び新

在家鳥飼上線道路整備事業債。

　目５、消防債は、消防通信指令室等改

修事業債及び情報収集伝達体制整備事業

債です。

　目６、教育債は、小学校耐震補強等事

業債、中学校給食配膳室設置事業債及び

中学校耐震補強等事業債です。

　目７、臨時財政対策債は、借換債です。

借入限度額及び借入方法は８ページの第
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２表、地方債に記載のとおりです。

　続いて、歳出ですが、６４ページ、款

２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費は、６８ページまで記載のと

おり、その多くが事務経費です。

　目２、文書広報費は、文書の郵送や印

刷等の経費です。

　７０ページ、目３、会計管理費は、会

計事務に係る経費です。

　目４、財産管理費は、庁舎や集会所に

係る維持管理経費等です。

　７４ページ、目７、公平委員会費から

目８、固定資産評価審査委員会費は、各

委員会の管理運営経費です。

　目９、電子計算費は、庁内の電子計算

処理経費です。

　８０ページ、目１６、財政調整基金費

から目１８、減債基金費は、それぞれの

基金利子を積み立てるものです。

　項２、徴税費、目１、税務総務費及び

８２ページ、目２、賦課徴収費は、税務

事務に係る経費です。

　８６ページ、項４、選挙費、目１、選

挙管理委員会費は、管理運営経費です。

　８８ページ、目２、府議会議員選挙費

は、府議会議員選挙に係る経費です。

　目３、農業委員会選挙費は、農業委員

会選挙に係る経費です。

　９０ページ、項５、統計調査費、目１、

統計調査総務費は、統計調査に係る経費

です。

　目２、基幹統計調査費は、統計法に基

づく各種基幹統計調査に係る経費です。

　９２ページ、項６、監査委員費、目１、

監査委員費は、監査委員事務局に係る経

費です。

　続いて、１４８ページ、款７、土木費、

項５、住宅費、目１、住宅管理費は、市

営住宅管理経費です。

　次に、１５６ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目４、災害対策費は、防

災対策及び各種備蓄物品購入に係る経費

等です。

　次に、１９０ページ、款１０、公債費、

項１、公債費、目１、元金は、前年度に

比べ９億６，６８２万４，０００円の増

額です。これは、借換債の発行などによ

り増額となるものです。

　目２、利子は、前年度に比べ６，５０

２万５，０００円の減額です。

　款１２、予備費は、前年度と同額です。

　以上、平成２６年度摂津市一般会計当

初予算の補足説明とさせていただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２５

年度摂津市一般会計補正予算（第７号）

のうち、総務部等の所管につきまして補

足説明をいたします。

　まず、６ページの第２表、繰越明許費

をご参照ください。

　款７、土木費、項４、都市計画費、吹

田操車場跡地まちづくり事業は、工事途

中において地下埋設物が見つかり、撤去

に時間を要したため事業費の一部を繰り

越しするものです。

　款７、土木費、項４、都市計画費、新

在家鳥飼上線道路整備事業は、年度内に

所有権移転登記の完了が確認できないた

め、事業費の一部を繰り越しするもので

す。

　款８、消防費、項１、消防費、地域防

災計画策定事業は、大阪府の地域防災計

画策定に遅れが生じているため、その全

額を繰り越しするものです。

　款９、教育費、項２、小学校費、小学

校耐震補強等事業及び項３、中学校費、

中学校耐震補強等事業につきましては、

三つの小中学校の耐震補強等工事に関し、

国の補正予算に伴い、本市の補正予算に

歳入歳出予算を計上するとともに、その

全額を繰り越しするものです。
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　次に、７ページ、第３表、地方債の補

正追加分は、国の補正予算に伴う、摂津

小学校の耐震補強等工事に伴う事業債及

び第三、第四中学校耐震補強等工事に伴

う事業債を新たに計上するものです。

　８ページ、変更分の各事業債につきま

しては、事業費等の確定により起債の限

度額を減額するものです。

　次に、歳入ですが、１４ページ、款１、

市税、項１、市民税、目２、法人は、法

人税割について当初見込みを下回ったた

め４億円減額しています。

　１６ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目４、土木費国庫補助

金は、家賃低廉化に伴う社会資本整備総

合交付金を３００万円減額しています。

これは、交付金算定基礎となる入居者世

帯数に変動があったためです。

　項３、委託金、目１、総務費委託金は、

事業費の確定に伴い、参議院議員通常選

挙費委託金を１，４５４万３，０００円

減額しています。

　１８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金は、事

業の進捗状況に伴い、総合相談事業交付

金を３２万６，０００円増額し、緊急雇

用創出基金事業補助金を１７４万５，０

００円減額しています。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目２、利子及び配当金は、財政調整

基金など各基金の運用利子が確定したこ

とにより６０万円増額しています。

　２０ページ、項２、財産売払収入、目

１、不動産売払収入は、１億９，９８０

万円減額しています。

　款１７、寄附金、項１、寄附金、目１、

寄附金は、一般寄附金を増額しています。

　款１８、繰入金、項２、基金繰入金、

目１、財政調整基金繰入金は、補正財源

を調整するため１億６，５１３万３，０

００円増額しています。

　款１９、諸収入、項１、延滞金、加算

金及び過料、目１、延滞金は、市税延滞

金を増額しています。

　２２ページ、項４、雑入、目２、雑入

では、市史売却収入等を計上しています。

　款２０、市債、項１、市債、目１、総

務債は、事業費の確定に伴い、防犯灯設

置事業債を減額しています。

　目３、土木債は、事業費の確定に伴い、

阪急正雀駅前道路改良事業ほか３事業に

ついて、起債発行額を減額しています。

　目４、教育債は、事業費の確定に伴い、

テニスコート改修事業債を減額するほか、

国の補正予算に伴い、摂津小学校の耐震

補強等事業債及び第三、第四中学校耐震

補強等事業債を新たに計上するものです。

　続いて、歳出ですが、２４ページ、款

２、総務費、項１、総務管理費、目１、

一般管理費、２６ページ、目２、文書広

報費、目３、会計管理費、目４、財産管

理費、２８ページ、目７、公平委員会費、

目９、電子計算費については、決算見込

みにより減額するものです。

　目１６、財政調整基金費から目１９、

土地開発基金費までの各費目については、

各基金の運用利子が確定したことにより

増額するものです。

　３２ページ、項２、徴税費、目１、税

務総務費及び目２、賦課徴収費について

は、決算見込みにより減額するものです。

　３４ページ、項４、選挙費、３６ペー

ジ、項６、監査委員費については、決算

見込みにより減額するものです。

　５６ページ、款７、土木費、項５、住

宅費、目１、住宅管理費の４５７万６，

０００円の減額は、決算見込みによるも

のです。

　５８ページ、款８、消防費、項１、消

防費、目４、災害対策費の３０万５，０
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００円の減額は、東日本大震災による水

道料金減免に伴う水道事業会計繰出金の

増額があったものの、決算見込みによる

ものです。

　７２ページ、款１０、公債費、項１、

公債費、目１、元金及び目２、利子につ

いては、決算見込みにより減額するもの

です。

　以上、平成２５年度摂津市一般会計補

正予算（第７号）の補足説明とさせてい

ただきます。

○野口博委員長　乾市長公室長。

○乾市長公室長　それでは、議案第１号、

平成２６年度摂津市一般会計当初予算の

うち、市長公室に係る部分につきまして、

目を追って主なものについて補足説明を

させていただきます。

　まず、歳入でございますが、一般会計

当初予算書の３４ページ、款１４、国庫

支出金、項２、国庫補助金、目２、民生

費国庫補助金では、４月からの消費税率

の引き上げに伴い、低所得者や子育て世

帯への配慮として実施される臨時福祉給

付金及び子育て世帯臨時特例給付金の事

務執行経費と給付金相当額についての国

からの補助金として、総額４億４，７４

６万２，０００円を計上いたしておりま

す。

　４０ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目１、総務費府補助金では、

総合相談事業交付金の３０８万８，００

０円のうち、人権問題についての相談業

務に係る交付金として１５４万４，００

０円を計上いたしております。

　４４ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目１、総務費委託金では、人権

啓発の事業に係る人権啓発活動委託金を

計上いたしております。

　続きまして、５２ページ、款１９、諸

収入、項４、雑入、目２、雑入では、広

報紙及びホームページへの広告掲載料、

退職者の水道部での在職期間に応じ、水

道事業会計から収入する退職手当水道事

業会計負担金、大阪府後期高齢者医療広

域連合等からの派遣職員に係る給与等負

担金、臨時非常勤職員等雇用保険個人掛

金、男女共同参画センター主催講座の受

講料を計上いたしております。

　次に、歳出でございますが、６４ペー

ジ、款２、総務費、項１、総務管理費、

目１、一般管理費では、秘書業務を始め

とする市長公室各課にかかわります事務

執行経費のほか、人事課で所管しており

ます職員研修、労働安全衛生、職員健康

管理、職員厚生会関係などの予算を計上

いたしております。

　６８ページ、目２、文書広報費では、

広報せっつの編集、発行、配布に係る経

費のほか、ホームページの管理、運営に

係る経費などを計上いたしております。

　７２ページ、目５、企画費では、政策

推進課に係る事務経費のほか、旧味舌・

三宅小学校跡地調査業務委託料を新たに

計上いたしております。

　７４ページ、目１１、女性政策費では、

男女共同参画計画を推進するための経費

などを計上いたしております。

　７６ページ、目１２、男女共同参画セ

ンター費では、男女共同参画センターの

講座開催並びに相談業務等、事業運営に

要する経費などを計上いたしております。

　７８ページ、目１５、諸費においては、

人権啓発推進事業や平和施策推進事業の

経費などを計上いたしております。

　１０２ページ、款３、民生費、項１、

社会福祉費、目８、臨時福祉給付金給付

事業費では、給付事務に従事する職員の

人件費のほか、システム構築や事務機器

の借り上げなどの事務執行経費、臨時福

祉給付金を計上しております。
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　１０４ページ、目９、子育て世帯臨時

特例給付金給付事業費では、臨時福祉給

付金給付事業費と同様に給付事務に従事

する職員の人件費のほか、システム構築

や事務機器の借り上げなどの事務執行経

費、子育て世帯臨時特例給付金を計上い

たしております。

　人件費にかかわります予算につきまし

ては、１９４ページ、給与費明細書をご

参照いただきますようお願いします。

　平成２６年度当初予算の給与費は、特

別職に係る予算として４億６，５５５万

円、一般職に係る予算として４８億８，

２２８万６，０００円、総額５３億４，

７８３万６，０００円を計上いたしてお

ります。

　前年度当初予算と比較いたしますと約

４．１％、２億２，７９６万５，０００

円の減額となっております。これらの給

与費の関係予算は、それぞれの予算科目

において計上いたしておりますが、それ

ぞれの合計は報酬が３億６５８万４，０

００円、給料が２２億２，９６４万３，

０００円、職員手当が２０億１，２６９

万５，０００円、共済費が７億９，８９

１万４，０００円となっております。

　次に、一般職の給与費の主な増減額に

ついてご説明申し上げます。

　給与費全体では、２億２，４５１万５，

０００円の減額となっております。これ

は、給料で４，１７０万２，０００円、

職員手当で１億６，８７９万２，０００

円、共済費で１，４０２万１，０００円、

それぞれ減額となったことによるもので

ございます。

　また、減額の要因についてでございま

すが、給料の減額は普通昇給分として１，

０１８万９，０００円の増額となったも

のの、現給保障制度の段階的廃止に伴い

１１７万６，０００円、採用、退職等の

職員の異動などにより５，０７１万５，

０００円が減額となったことによるもの

でございます。

　職員手当の減額は、月額の特殊勤務手

当の廃止などによる８０６万５，０００

円の減額のほか、先ほどの採用、退職等

の職員の異動等により１億６，０７２万

７，０００円が減額となったことによる

ものでございます。

　共済費の減額は、採用、退職等の職員

の異動等によるものでございます。

　続きまして、議案第１０号、平成２５

年度摂津市一般会計補正予算（第７号）

のうち、市長公室に係ります部分につき

まして補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入についてでございますが、

２２ページ、款１９、諸収入、項４、雑

入、目２、雑入では、広報紙及びホーム

ページへの広告掲載依頼が当初予定より

も増加したことに伴い、広報紙広告掲載

料で１８万９，０００円、ホームページ

広告掲載料で８万９，０００円をそれぞ

れ増額いたしております。

　次に、歳出についてでございますが、

２４ページ、款２、総務費、項１、総務

管理費、目１、一般管理費では、賃金、

旅費など、経常経費について経費節減に

努め、秘書課、人事課、人権女性政策課

に係る経費を減額いたしております。

　２６ページ、目２、文書広報費では経

費節減に努め、委託料、使用料及び賃借

料などを減額いたしております。

　同じく、２６ページ、目５、企画費で

は、プロポーザル提案での業者選定の結

果として、コミュニティセンター基本設

計委託料で２１８万８，０００円の減額

となったほか、政策推進課に係る業務執

行経費の節減に努め、旅費や需用費など

を減額いたしております。

　２８ページ、目１１、女性政策費では
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１９万９，０００円、目１２、男女共同

参画センター費では１４万７，０００円、

３０ページ、目１５、諸費では６５万８，

０００円をそれぞれ減額いたしておりま

すが、これは人権女性政策課及び男女共

同参画センターの業務執行経費の節減に

努めたものでございます。

　次に、人件費に係ります補正予算につ

いては、７６ページをご参照ください。

　給料で５２９万４，０００円、共済費

で１５７万９，０００円を減額いたして

おりますが、これは年度途中に退職する

職員が生じたことが主な要因でございま

す。

　職員手当では５０７万９，０００円の

増額となっておりますが、これは時間外

勤務手当で１，１７０万９，０００円を

減額したものの、先ほどの年度途中での

退職者が生じたことに伴い、退職手当で

１，９５５万２，０００円の増額をした

ことが主な要因でございます。

　以上、予算の補足説明とさせていただ

きます。

○野口博委員長　熊野消防長。

○熊野消防長　それでは、議案第１号、

平成２６年度摂津市一般会計当初予算の

うち、消防本部に係る事項につきまして、

目を追ってその主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、予算書３

２ページ、款１３、使用料及び手数料、

項２、手数料、目５、消防手数料は、危

険物設置許可等及び検査手数料、保安三

法設置許可等及び検査手数料でございま

す。

　３６ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目５、消防費国庫補助

金は、緊急消防援助隊設備整備費補助金

でございます。

　４４ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目７、消防費府補助金は、大

阪航空消防運営費補助金及び権限移譲交

付金でございます。

　５４ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目２、雑入は、消防団員退職報償

費、近畿道救急業務実施市町村交付金が

主なものでございます。

　次に、歳出でございますが、概要につ

きましては、予算概要９４ページから９

９ページにかけて記載しておりますので

合わせてご参照願います。

　予算書１５０ページ、款８、消防費、

項１、消防費、目１、常備消防費は８億

５，５７９万８，０００円で、前年と比

較して４．８％、３，９２５万１，００

０円の増加となっております。

　１５０ページ、賃金は、１名の臨時職

員賃金でございます。

　１５２ページ、旅費は、大阪府立消防

学校等への職員研修派遣に係る普通旅費

などでございます。

　需用費は、消防活動業務用品、職員の

貸与被服の購入並びに消防車両、消防庁

舎の修繕等維持管理経費でございます。

　役務費は、一般加入回線、専用回線及

び携帯電話代等の通信運搬費、消防活動

用ボンベ検査等の手数料並びに車両の保

険料などでございます。

　委託料は、消防庁舎の清掃、庁舎設備

等の保守管理、緊急情報システム等保守

管理のほか、吹田市との指令センター共

同整備に伴う実施設計などの委託が主な

ものでございます。

　１５４ページ、使用料及び賃借料は、

消防本部庁舎の土地借り上げ、仮眠用寝

具借り上げなどでございます。

　備品購入費は、化学物質等の災害に備

え、除染資機材の購入配備、空気呼吸器

用ボンベ及び化学防護服等の更新に係る

経費でございます。
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　負担金、補助及び交付金は、消防ヘリ

コプター運営に係る負担金、消火栓新設・

修理負担金及び救急救命士養成等の職員

派遣負担金並びに救急安心センター負担

金などでございます。

　続きまして、目２、非常備消防費は３，

９１８万６，０００円で、前年と比較し

て３．４％、１２９万５，０００円の増

加となっております。

　報酬は、消防団員に支給する消防団員

報酬でございます。

　報償費は、退職消防団員に対する報償

金でございます。

　旅費は、火災出動及び訓練並びに歳末

非常警戒等の費用弁償でございます。

　需用費は、消防団員の貸与被服及び消

防団活動用品の購入並びに分団配備の消

防車両２９台及び小型動力ポンプ２２台

の維持補修などでございます。

　１５６ページ、備品購入費は、小型動

力ポンプ３台の更新経費等でございます。

　負担金、補助及び交付金は、消防団員

等公務災害補償等共済基金の掛金、消防

団屯所の補修に対する消防施設整備費補

助金などでございます。

　以上、消防本部の所管分の補足説明と

させていただきます。

　次に、議案第１０号、平成２５年度摂

津市一般会計補正予算（第７号）のうち、

消防本部に係る事項につきまして、その

主なものついて補足説明をさせていただ

きます。

　歳出でございますが、補正予算書５８

ページ、款８、消防費、項１、消防費、

目１、常備消防費の賃金は、臨時職員１

名に係る賃金の執行差金、役務費は、発

信地表示システム利用料の改定による通

信運搬費の減額等、委託料は鳥飼出張所

耐震診断に係る執行差金及び消防救急デ

ジタル無線整備に伴う実施設計に係る執

行差金等でございます。備品購入費は、

軽貨物自動車購入に係る執行差金でござ

います。

　目２、非常備消防費、備品購入費は小

型動力ポンプ１台購入に係る執行差金等

でございます。

　以上、補正予算のうち、消防本部所管

分の補足説明とさせていただきます。

○野口博委員長　説明が終わりました。

　これから質疑に入ります。

　中川委員。

○中川嘉彦委員　おはようございます。

　それでは、早速質問させていただきま

す。

　一つ目、議案第１号、３１ページ、総

務手数料についてですが、森山市長の市

政方針にもある「計画を実現する行政経

営」の中で電子自治体の推進をうたって

おられますが、もう少し具体的にどのよ

うにお考えなのか、コンビニ等による証

明書の発行など、アウトソーシングによ

る市民のサービスの向上は時代の流れに

なってきています。将来のビジョンなど

をお教え願います。

　次に、二つ目、３５ページ、総務費国

庫補助金４，３２０万円ですが、マイナ

ンバー制度、納税者番号制度の進捗状況、

管理、運用に当たってのメリットとデメ

リットをお教え願います。

　三つ目、７３ページ、企画費の委託料

ですが、旧味舌・三宅小学校跡地調査業

務委託料７３４万４，０００円になって

ますが、基礎的条件の整理として基本調

査するとなっていますが、内容を具体的

にお教え願います。

　四つ目、平成２６年度当初予算主要事

業一覧の６ページ及び予算概要９４ペー

ジの消防職員教育訓練派遣事業６９３万

２，０００円ですが、救急救命士は迅速

な対応いかんでは人命を左右する大変な
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仕事です。具体的内容をお教え願います。

　五つ目、同じく平成２６年度当初予算

主要事業一覧７ページ及び予算概要の９

８ページの救助活動事業で６４０万円に

なってますが、除染シャワー等化学薬品

火災を想定してのことだと思います。摂

津市内には約４，０００社の企業があり

ますが、国の設置基準、配備基準に照ら

し合わせて装備は満たしているのか、ど

のような基準なのかお教え願います。

○野口博委員長　順次答弁を求めます。

　谷内田課長。

○谷内田政策推進課長　それでは、旧味

舌小学校及び旧三宅小学校跡地の基本調

査業務の内容につきましてお答えさせて

いただきます。

　今回予定しております調査業務の内容

といたしましては、まず両小学校の立地

条件、それから法規制、跡地周辺の概況

等基本的な条件をまず整備したいと考え

ております。それから、あとは諸条件に

適合して周辺地域環境と調和した売却、

賃貸の計画の検討を行っていきたいとい

うふうに考えております。この跡地売却、

賃貸に向けた課題等につきましては、ア

クセスや動線の配慮とか景観への配慮、

それから防災、環境への配慮、その他配

慮事項についてそれぞれの課題をきっち

りと把握して検討していきたいと思って

おります。

　その他、今現在の登記、公図関係も整

備を行うことも合わせて行っていきたい

と思っております。

　それと、あとは正雀保育所の関係です

けれども、これについて老朽化に伴う建

て替えについて、移転用地等を検討して

いきたいと思っております。

○野口博委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　中川委員のご質問

についてお答えします。

　電子自治体の将来像ということで、番

号制度を踏まえたところの市民の利便性

を図る施策といたしまして、コンビニ交

付というものが想定されております。コ

ンビニ交付におきましては、番号制度導

入におきましての市民の利便性の向上に

おけるところの一つとなっておりまして、

現在、市民サービスコーナー等で交付し

ております各種証明書をコンビニ交付に

おきまして、市民の方が多機能端末を用

いて発行できるという、そういうシステ

ムを整えるもので、今後、番号制度を実

現する中で市民の利便性の向上を図って

まいりたいと考えております。

　加えて、市民の利便性の向上という中

でマイポータルというものが想定されて

おります。市民の方が必要とする情報を

必要なときに必要なタイミングで発信で

きるような、そういったシステムの整備

も考えておるところでございます。

○野口博委員長　明原課長。

○明原消防本部総務課長　ご質問のあり

ました消防職員教育訓練派遣事業で、こ

れは当初予算の主要事業一覧にございま

す救急救命士特定行為の処置拡大に対応

するため、消防学校の受講メニューを追

加するというお問いにお答えいたします。

　厚生労働省で救急救命士の業務のあり

方等に関する検討会が組織されておりま

して、その中で、従前の救急救命士が処

置できなかった特定の３行為というのが

議論されております。一つには、血糖測

定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の

投与です。二つ目に、心肺機能停止前の

静脈路確保の実施です。三つ目には、重

症ぜんそく患者への吸入β刺激薬の使用

ということ。この３点が適当であるとの

見解が出されました。

　今回は結果的に、１番、２番のブドウ

糖溶液の投与と心肺機能停止前の静脈路
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確保の実施の２項目が救急救命士の処置

範囲に追加することと決定されました。

そのことを受けまして、平成２６年度は、

この拡大された処置を行う資格を取得す

るために、４名の救急救命士を消防学校

に教育派遣する予定でございます。

○野口博委員長　松田課長。

○松田警防第２課長　それでは、除染資

機材等についてのご質問にお答えいたし

ます。

　除染シャワーにつきましては、消防法

第３６条の２の規定に基づき、救助隊の

編成、装備及び配置の基準を定める省令

の一部が改正され、これまで地域実情に

応じて備えることとされていた除染シャ

ワーや除染剤散布器が、地域実情の限定

が除外されたことにより、本市救助隊を

含む特別救助隊においても備えなければ

ならない資機材となりました。今回、購

入配備いたします除染シャワーにつきま

しては、特殊災害と呼ばれる放射線漏え

い事故、化学物質等の漏えい事故、あっ

てはならないのですけれども生物化学剤

等を使用したテロによる災害に備えるも

のでございます。このような災害におけ

る化学物質などの中には、皮膚を侵して

しまうものであったり、皮膚から体内に

吸収されてしまうものもあり、人体に悪

影響を与える物質が多く存在しておりま

す。ガスマスクや空気呼吸器だけでは対

応ができず、昨年度から更新いたしてお

ります化学防護服や放射線防護服などの

装備が合わせて必要となります。有害な

剤に侵されました要救助者や防護服を着

用して活動した隊員は、有害な剤に侵さ

れる時間が長時間に及びますと生命に危

険が及ぶ恐れがり、危険区域から出るに

は緊急的な除染が必要となります。もし、

除染せずに要救助者を危険区域から救出

し救急搬送すれば、その要救助者は危険

な状態が続き、救急隊員や救急車内が汚

染されることとなり二次災害が発生いた

します。また、搬送先の医療機関までも

汚染されることとなり、被害は拡大して

しまうことになります。

　今回配備いたします除染シャワーは、

空気ボンベを使用して展張する空気膨張

式で可搬式であります。展張後はストレッ

チャー１台と隊員２名がテント内に入り

除染することができ、内部にはノズル１

０基とハンドシャワー２個が装備され、

短時間で多人数の除染が可能となります。

汚染水の処理についてはまだ不十分であ

りますので、処理に必要な資機材につき

ましても順次整備してまいりたいと考え

ております。

○野口博委員長　中川委員。

○中川嘉彦委員　マイナンバー制度のデ

メリットの答弁をお願いします。

○野口博委員長　再度、補足答弁願いま

す。槙納課長。

○槙納情報政策課長　ご質問のマイナン

バーのデメリットについてですが、デメ

リットといいますのは、今、国が想定さ

れておりますのが個人番号の付番通知を

平成２７年１０月を予定されていること

から余り時間がないことと、システム整

備に関する費用が相当な費用がかかると

いうところが、国が想定されている中で

のデメリットではないかと考えるところ

でございます。

○野口博委員長　中川委員。

○中川嘉彦委員　ありがとうございまし

た。

　まず、アウトソーシング、電子自治体

の件ですけれども、コンビニ交付とか、

私まだ不勉強なのでこれをもうちょっと

ご説明いただきたいのと、ぜひ、これは

要望ですけれども、電子自治体というの

は０か１かの電子ですからいろいろと悪
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さをすることがよくあると思いますので、

安全で信用のおける電子自治体を大前提

で進めていただきたいと思ってます。で

すので、コンビニ交付とか、そのことに

ついてもうちょっとご説明いただきたい

と思います。

　次に、納税者番号制度ですけれども、

私の認識のマイナンバー制度はまだまだ

私自身不勉強なんですが、収入から税金、

そして医療履歴まで一元化されて管理さ

れるものだというふうに理解しておりま

す。アメリカの社会保障番号のようなも

のというふうに私は認識しております。

ですので、個人情報、プライバシーが一

極に集まりますので、その取り扱いだと

かいうのがすごい問題になってくると思

いますので、ぜひその辺をしっかりと議

論して進めていただきたいと思います。

　次の旧味舌・三宅小学校跡地の件です

けれども、跡地になって大分時間がたっ

ていると思います。今までいろんな議論

がされていると思います。私もまだまだ

不勉強なのでこれからも勉強していきた

いと思ってるんですけども、ぜひ意見と

して、防災拠点として整備してほしいと

か、すぐに売却するべきだとかいろいろ

市民からの意見も聞いております。ぜひ、

これからもしっかり議論して検討してい

ただきたいと思っております。

　そして、消防職員の訓練の内容は理解

しました。これからも人命の重みをしっ

かりと意識されて職務に当たっていただ

きたいと思います。

　そして、除染シャワーの件ですけれど

も、配備されるのはわかるんですけれど

も、私のイメージではサリン事件だとか

いろいろあるんですけれども、そういう

のがもし摂津市内で起こった場合に配備

されるもので、許容できるのか、もちろ

んいろいろ応援は来るとは思うんですけ

れども、どれぐらいの機能のものなのか。

言われても多分ぴんとは来ないかもわか

らないんですけど、わかりやすくどれぐ

らいの機能、何人ぐらいをこれぐらいで

シャワーを浴びれるとかというふうに教

えていただければと思います。簡単に。

○野口博委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　中川委員の２回目

の質問のコンビニ交付についてご説明さ

せていただきます。

　コンビニ交付につきましては、番号制

度の中で考えられておりますＩＣカード

の配付、こちらのほうは平成２８年１月

に想定されております。ＩＣカードのＩ

Ｃチップの中にコンビニ交付ができるア

プリケーションを搭載するという、そう

いう仕組みがまず必要になってまいりま

す。そして、そのアプリケーションを搭

載したカードでコンビニエンスストアで

多機能端末にＩＣカードを入れ、そして

ログイン、こちらのほうもパソコンのＩ

Ｄパスワードではなく公的個人認証とい

う、こういう仕組みも国で創設すること

になっております。そういったところで

セキュリティの精度を高め、コンビニ交

付をすることによって市民の利便性、今

でしたら市役所もしくは市内のサービス

コーナーというところでの交付をしてお

りますが、市民の方が身近なコンビニエ

ンスストアで交付できるような、そういっ

た仕組みを今後市の中でも国の動向を見

ながら進めてまいりたいと考えておると

ころでございます。

○野口博委員長　松田課長。

○松田警防第２課長　２回目の質問にお

答えさせていただきます。

　特殊災害ですけれども、まず初動体制

活動といたしまして、検知活動それと危

険区域の設定のゾーニング、それから関

係者の救出、それからその後に除染活動
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という形で、除染が終了してから救急搬

送となります。

　まず、救助隊が配備されていまして、

６人配置で常時４名から５名の救助隊が

いてます。救助隊がこういうテロとか化

学災害が起これば、まず真っ先に向かい

ます。危険区域に入る人数といたしまし

ては、最低必要人数２名から３名です。

そこで、一番危険な区域に入っていきま

す。それから、危険区域から出たところ

に除染シャワーを設定いたします。まず

大きな災害が起こりましたら、府下応援

協定や緊急消防援助隊の要請が可能となっ

ておりますので、大規模になりましたら

そちらから応援をいただくということに

なっております。

○野口博委員長　中川委員。

○中川嘉彦委員　もう一度質問させてい

ただきます。

　この電子認証のＩＣカードの認証とい

うふうなことで、それを持ってコンビニ

へ行って証明書を発行ということですけ

ど、そのＩＣカード自体にＩＣチップが

あって認証されるということは、自宅で

も取れるということにはならないんです

かね。単純な自分の感覚なんですけれど

も。要するに、そう考えればコンビニと

提携しなくても、各自ＩＣチップを利用

すれば、認証で許可をもらえれば自宅で

も取れるんじゃないかなという素朴な疑

問です。どうお考えなのか教えていただ

ければと思います。

　次には除染のほうなんですけれども、

何度もありがとうございました。

　これは利用されないのが一番いいこと

だと思いますけれども、摂津市内にも化

学薬品等を使用する企業が多数あると思

います。大企業になると自衛の消防団も

組織されてると思います。ぜひ連携をとっ

て、お互い意思の疎通をし合いながら安

心・安全を守っていただきたいと思いま

す。

　最後にもう一度そのＩＣチップの件だ

けお教えください。

○野口博委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　中川委員の３回目

のご質問にお答え申し上げます。

　委員がご指摘のとおり、自宅からパソ

コンによって今申しました、公的個人認

証サービスと申し上げましたが訂正させ

ていただきます。公的個人認証サービス

を用いたログイン手段として電子利用証

明の仕組みが創設されることとなってお

ります。したがいまして、この電子利用

証明の仕組みを用いまして自宅のパソコ

ンからも、今後、電子申請ですとか電子

届出が実現できるようになってくるもの

となります。ただ、今の各種証明書の発

行につきましては用紙の問題がございま

すので、自宅から即、証明書が自分のプ

リンターから出てくるというようなこと

の実現にはなりません。今、申しました

電子届出、電子申請、そういったことが

実現可能となっておりますので、より市

民の利便性が図れてくるものと考えられ

ております。

○野口博委員長　中川委員。

○中川嘉彦委員　質問は以上です。あり

がとうございました。

○野口博委員長　中川委員の質疑が終わ

りました。

　水谷委員。

○水谷毅委員　おはようございます。

　本日は、この日に総務常任委員会とい

うことで、行政の場で一部防災に携わる

一員として、さらなる責任感と使命感を

持って臨みたいと思います。よろしくお

願いします。

　質問につきましては、予算書の歳入、

歳出。そして一部、第４次行財政改革実
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施計画進行状況表を通しましてご質問さ

せていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　まず、１点目ですけれども、予算書の

３４ページ、総務費の国庫補助金につい

てでございます。先ほど中川委員のほう

からもマイナンバーに関する国の予算に

ついてのお話がございました。今回４，

３２０万円、１０割が国の負担というこ

とで、ある意味で、これだけの予算計上

がされるということはまれでありますし、

それだけ大変な内容ではないかというふ

うに感じております。

　そこで、２点お尋ねしたいのが、現在

の市庁舎内のシステムとの整合性等を含

めまして、今後国の動きをよく見きわめ

て市のシステムを改造していかないと二

重に開発コスト等もかかりますので、そ

れに対してどのようなお考えを持ってお

られるのか。また今回の内容につきまし

ては、かなり所管をまたぐ内容になるこ

とが予想されます。そういった意味で、

市庁舎内でマイナンバーに関する検討会

の準備をされているのかをお尋ねしたい

と思います。

　続きまして、予算書、歳入の３４ペー

ジでございます。民生費国庫補助金のう

ち、社会福祉費補助金でございます。臨

時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給

付金についてでございます。具体的なこ

の給付金に対する周知方法、そして、ま

た円滑に給付できるための本市の取り組

みについてお伺いいたしたいと思います。

　次に、予算書、歳入の４８ページでご

ざいます。不動産売払収入でございます

けれども、防災管財課の所管としても土

地売払収入が計上されております。その

内容についてお伺いしたいと思います。

また、土地売払いについての本市の基本

的な考え方及び今後売払いを検討されて

いる内容がございましたら、お教えいた

だきたいと思います。

　これより、予算書の歳出についてでご

ざいます。予算書の６２ページ及び６４

ページでございますけれども、職員手当

についてでございます。職員手当の中に

地域手当というのがございますけれども、

恐らく長年の課題であることとは存じま

すけれども、その指数について近隣市が

１０であるのに対して本市は６でござい

ます。この４ポイントの差異はいつ埋ま

るのか。また市としてどういう働きをし

ているのか、また市長会等の中でどのよ

うに議論が進んでいるのかをお伺いした

いと思います。

　次に、予算書の歳出、６６ページでご

ざいます。総務管理費の委託料でござい

ます。管理職養成等研修委託料について

でございます。第４次行革の実施計画及

び先日の市長よりの基本方針の中でも人

材育成を柱として掲げて取り組んでおら

れます。その中で、役職経験年数等に応

じて求められる能力の育成を目的とした

創造的人材育成事業について、具体的に

どういうことを実施しているのかをお伺

いしたいと思います。

　続きまして、予算書７０ページでござ

います。総務管理費の文書広報費でござ

いますけれども、広報せっつについて第

４次の実施計画の中でも、現状月２回の

発行を月１回にしてはどうかとの議論が

発生しております。その後、さまざまな

論議が行われたと思いますけども、その

進捗及び内容についてお聞かせいただき

たいと思います。

　続きまして、予算書７２ページ及び７

０ページ、企画費、財産管理費でござい

ます。先ほど中川委員のほうから、旧味

舌・三宅小学校の跡地調査に対するご質

問がございました。私も、地域のコミュ
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ニティや防災の観点から見ても必要な施

設であるというふうに考えます。そうい

う意味で、やっぱり市民の皆さんのそう

いう思いをしっかり汲んでいただいて、

今回の調査にも取り組んでいただくよう

に要望いたしたいと思います。これに関

連しまして、７０ページの財産管理費の

委託料の中に、従来どおり市立集会所管

理委託料が計上されております。集会所

も老朽化が進んでいる物件もふえてきて

おります。再構築について、本市では今

後どのような方向性で進めていくのか、

さまざまな課題もあるかと思いますけれ

ども、そのお考えについてお伺いしたい

と思います。

　続きまして、予算書７４ページでござ

いますけれども、女性政策費についてで

ございます。現在、国会におきましても、

安倍政権下におきまして、女性の視点か

らのさまざまな取り組みにも力を入れて

おられますけれども、本市における女性

管理職の養成等についての今後の抱負等

をお聞かせいただけたらと思います。

　続きまして、８２ページになりますけ

れども、賦課徴収費でございます。予算

概要のほうになりますが、３０ページに

インターネット等公売事業というのがご

ざいます。その内容についてお伺いした

いと思います。

　続きまして、予算書の１５４ページ、

常備消防費についてでございます。負担

金の中で大阪航空消防運営費負担金がご

ざいますけれども、摂津市におきまして

はどのような機会に航空消防が実動に適

応されるのか、また今後予測されるのか

をお伺いしたいと思います。また、南千

里丘のタワーマンションも入居が始まり

ます。ヘリポートも設置されましたが、

火災発動時の対応について合わせてお伺

いしたいと思います。

　続いて、予算書１５６ページ、消防費

の災害対策費でございます。全体的に増

額となっておりますけれども、その内容

についてお伺いしたいと思います。

　関連いたしまして、女性の視点を盛り

込んだ取り組みをいつから防災に関して

開催されるのか及び小学校単位で設置さ

れております防災無線による放送内容が

全ての地域を網羅できるに至る十分な設

備であるのかどうかについてお伺いいた

します。

　さらに、委託料に避難所看板製作委託

料というのがございますけれども、その

内容についてお伺いしたいと思います。

国土交通省の地域の洪水に関する情報看

板設置等の取り組みである「まるごとま

ちごとハザードマップ」、ここは水没し

ましたら何メートルになりますとかいう

マップなんですが、この看板の設置につ

いて本市における推進状況についてお伺

いしたいと思います。

　続きまして、第４次実施計画進行状況

表に関しまして、ご質問させていただき

たいと思います。人事課に関しまして４

点ご質問いたします。

　人材の育成についてでございますけれ

ども、人事課においての人材育成の改革

項目のうち、各課の業務マニュアルの作

成状況と今後その取り組みをどう充実さ

せていくのか、また本年２月２４日に人

事評価制度のアンケートを実施されてい

ますけれども、どのような内容で今後ど

ういう方向で進まれるのかについてお伺

いいたします。

　次に、人事課においての人事制度改革

項目のうちに、一つは人事制度改革の中

で定年延長の論議がございます。地方公

務員法に則って取り組まれることになる

と考えますけれども、本市ではどのよう

に考え進めていかれるのか。また、退職
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者の知識、技能を継承する取り組みであ

る再任用制度についての進捗状況と効果

及び今後の考え方をお伺いいたします。

　次に、昇任試験制度を見直す取り組み

について、課長代理級の昇任試験制度に

ついて平成２６年度から導入する方向性

になっていますけれども、その進捗につ

いてさらに将来的にどのように進めてい

かれるのか、問題点はないのかをお伺い

します。

　人事課最後になりますが、現在釜石市

に応援派遣として本市の職員が半年契約

のところを延長してくださり、やがて１

年になろうとしております。現場で頑張っ

てくださっております。その方へのさま

ざまなケアはできているのかどうか、ま

た今後も継続されることになっています

が、後任者の人選もスムーズに進んでい

るのかお伺いいたしたいと思います。

　最後になりますけれども、事務事業改

革についてお伺いいたします。

　指定管理者制度と外郭団体のあり方に

ついて平成２３年度から取り組んでいま

す。今後第５次に向けて、市長よりも基

本方針の内容にも盛り込まれております

けれども、これからの経営改善計画につ

いて、今後どのように働きかけていくの

か、目的と概略についてお伺いしたいと

思います。

　以上、よろしくお願いいたします。

○野口博委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　水谷委員の１回目

のご質問にお答えいたします。

　番号制度導入に向けての今後の国の動

き、それに伴い二重のコストにならない

ようにどう考えているかというご質問で

あったかと思います。番号制度の施行に

向けて、総務省におきましては関係情報

システムの整備支援といたしまして、直

接的に番号制度導入に係る経費を対象に、

平成２６年度から２８年度にかけて国庫

補助金を措置することとなっております。

平成２６年度におきましては、市町村が

新たに行う個人番号の通知、個人番号の

交付等に対する主に住基システムの改修

に係る費用として、今回、整備補助金と

いたしまして計上させていただいており

ます。

○野口博委員長　東角参事。

○東角総務部参事　インターネット等公

売について、どういう内容ですかという

ご質問についてお答え申し上げます。

　資産、財産等をお持ちの方で滞納をさ

れている方がございます。その市税債権

の確保につきましては、現在は預貯金等

を中心に債権の差し押さえを行っており

ますが、そのほかといたしまして、動産

でありますとか不動産なども差し押さえ

をしております。また、その差し押さえ

をしました物件等につきましては、ヤフー

のインターネット公売でありますとか、

大阪府におきます不動産の合同公売とか

を実施して売却いたしております。イン

ターネット等の公売を実施することによ

りまして周知されるようになれば、滞納

されている方への抑止力にもつながるも

のと考えております。インターネット公

売は平成２０年度から、それから不動産

の公売につきましては平成２３年度から

実施いたしております。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　水谷委員のご質問

３点について、お答えさせていただきま

す。

　まず、１点目でございますが、不動産

の売払収入、防災管財課で予算化してお

ります２億６，０００万円の内容につい

てお答えさせていただきます。２億６，

０００万の内容につきましては、平成２

６年度計上しております物件につきまし
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ては、現在大阪モノレールの南摂津駅前

にございます、一時駐車場として民間事

業者に貸しておるんですが、その土地、

東一津屋８２の１番地、１，１２６平米、

こちらのほうと以前から公売の物件で売

れ残ってございます鳥飼北部区画整理区

域内の鳥飼新町一丁目１５０４番地先、

３７６．２５平米を総額２億６，０００

万円の予算を計上してございます。

　また、売り払いの考え方につきまして

は、庁内会議としまして低未利用地有効

活用等検討委員会というのがございまし

て、そちらのほうで平成２２年８月に報

告書をまとめてございます。そちらのほ

うの全体に３２筆の物件がございました

が、そちらのほう９筆を事業仕分けによ

りまして売却する物件としまして、以降

売却を行ってございます。２３年、２４

年と売却を行ってございます。今回計上

しております東一津屋の物件につきまし

ては、その当時の評価としましてはＣ評

価、現在使用中であるというふうな評価

になっておりますが、民間事業者に貸し

付けしておるということでありましたが、

特に将来的な目的がないということで、

財源確保が必要となったことで今回計上

してございます。

　続きまして、市立集会所の今後の再配

置についてでございます。

　市立集会所につきましては、地域の文

化それから福祉の向上を図る目的としま

して、市民のコミュニケーションの場と

して設置されておりまして、市内に５３

か所ございます。５３か所の使用につき

ましては自治会でありますとか老人会、

それから各種グループの活動で使用され

てございますが、集会所につきましても

使用頻度につきましてはばらつきがござ

いまして、中にはほとんど利用されてな

いという集会所もございます。集会所に

つきましては、建設から３５年を経過し

ているものが１５か所ございまして、今

後の老朽化に伴う修繕費、それから今後

の建て替えが大きな課題となってござい

ます。また、集会所の現状としましてバ

リアフリーができていないでありますと

か、耐震化ができていないということが

ございますのと、加えて集会所の増築で

ありますとか、和室から洋室へ変えてく

ださい、それからトイレの洋式への改修

でありますとか、ＬＥＤの電気を導入し

たいなどの多くの要望が届いております

が、限られた予算の中でなかなか実現す

るのは難しい状況でございます。今後は、

公共施設の老朽化、それから大規模改修

等も今後の市財政を圧迫することが問題

になっておりますので、ファシリティマ

ネジメントの考え方を取り入れてこの問

題を解決するために、新しい公共施設が

建つ場合にそこに集会所の機能を含める

などそういうものを取り入れながら、ま

た地域のコミュニティが継続できるよう

に検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

　続きまして、災害対策、防災対策事業

の内容につきまして、お答えさせていた

だきます。

　今年度は増額になっております要素と

しまして、大阪府の防災行政無線の再整

備の負担金が２，８３６万９，０００円

計上させていただきますことが増額の原

因となってございます。大阪府の防災無

線は老朽化が進んでおるために、今回東

日本大震災の教訓を生かして機能充実を

図るということで、各市に負担を求めて

いるものでございます。そちらの歳出が

ございましたので増額になっているとい

うことでございます。

　続きまして、災害対策のうち女性の視

点の防災についてお答えさせていただき
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ます。女性の視点からの女性専門委員会

につきましては、東日本大震災でありま

すとか阪神・淡路大震災、こちらのほう

から災害の女性の視点が必要になってい

るという状況にございます。

　また、特に乳幼児や幼児、それから高

齢者、障害者などの世話をされていると

いう方の大部分が女性であるということ

であるということや、また平日の昼間に

家庭におられる方が女性が大部分である

というようなことから、専門委員会を設

置したいというふうに考えております。

　現在、専門委員会の委員の選定中でご

ざいますが、委員の中には災害の防災協

定を結んでおります釜石市の職員、それ

から市民の方を加えて専門委員会の委員

の選定をした後に活動を開始したい。防

災計画の修正もあわせて図ってまいりた

いと考えております。

　また、専門委員会につきましては、釜

石市の職員を加えるということで、パソ

コンを利用したテレビ会議のほうを考え

ておりまして、一定の研修の後に委員会

を開催してまいりたいと考えております。

　続きまして、小学校の防災無線につい

てお答えさせていただきます。小学校の

防災行政無線につきましては、昭和６３

年に整備されたもので２５年を経過して

いるということで、２５年度事業で一部

操作卓の更新をさせていただきました。

　また、移動系の無線につきましても、

ＭＣＡ無線を用いるということで更新を

させていただいております。

　防災行政無線の聞こえる範囲について

でございますが、摂津市内には市役所と

小学校、旧スポーツセンターのほうに１

３か所、屋外スピーカーが設置されてご

ざいます。この無線機を通して届く範囲、

音達範囲ということになりますが、約２

５０メートルから３００メートルの範囲。

円形ではございませんので、スピーカー

の方向に向かってそれぐらいの範囲で聞

こえるということになってございます。

風向きや建物の状況にも変化いたします。

　ただ、防災無線で市内を全てカバーす

ることは難しいということで、広報車に

よる広報でありますとか、地域への連絡、

それから緊急速報メールであるとか、メ

ディアを通じた連絡を行うことで補完し

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

　また、防災無線を用いた訓練でござい

ますが、平成２５年度において１１月に

鳥飼西、摂津小学校、２月には千里丘小

学校で防災無線を用いた訓練を行ってお

ります。今後も引き続き、自主防災訓練

に防災行政無線を用いるような地域への

働きかけを行ってまいりたいと思ってお

ります。

　補足させていただきますと、味生小学

校区のほうでも防災無線の申し出がござ

いましたが、一部、不具合がございまし

て、そちらのほうはできなかったことが

ございました。地域のほうからおしかり

を受けておりますが、日ごろの点検をさ

せていただく中で、継続した訓練を実施

していきたいと考えております。

　続きまして、避難所看板の設置委託料

８５万円についてお答えさせていただき

ます。計上しております避難所看板につ

きましては、中学校のほうに平成２４年

に設置してございます。平成２５年につ

きましては補正予算で計上しておりまし

て、小学校５校の設置を行って、現在、

委託作成中でございます。平成２６年度

におきましても、残る５校、千里丘、三

宅柳田、摂津、味舌、別府小学校に計１

０枚の避難看板を設置する予定になって

おります。

　この看板につきましては、小学校によっ

－19－



て異なりますが、正門と裏門、それから

交通量の多い道路に面した場所に設置い

たします。

　看板のサイズにつきましては、９０セ

ンチ掛ける１３５センチで蓄光式という

ことで、夜間に光るような形式のものに

なってございます。

　それから、続きまして災害時の啓発看

板ということで、まちごとハザードマッ

プについてでございます。まるごとまち

ごとハザードマップ事業につきましては、

淀川を管理する国土交通省近畿地方整備

局、淀川河川事務所のほうで行っている

事業でございまして、浸水深であります

とか、避難所などの洪水に関する情報を

まちの中に標識として掲示しまして、洪

水への意識を高めることを目的とされて

おります。

　事業の実施につきましては、平成１９

年度から京都府の市町村のほうで実施さ

れておりますが、摂津市におきましても

この事業を活用しまして、平成２４年度

に新鳥飼公民館や、それから摂津市役所

の壁面のほうに淀川の氾濫時の浸水深を

示した標識のほうを設置しております。

　平成２５年度におきましても、この取

り組みを進めようと国と協議を行いまし

たが、国の予算の関係から設置できない

と回答いただいております。平成２６年

度におきましても、引き続き、国の事業

を活用して、安威川以南に標識を設置で

きるように進めてまいりたいと考えてお

ります。

○野口博委員長　谷内田課長。

○谷内田政策推進課長　それでは、マイ

ナンバーの導入に係る体制、準備の点、

それと外郭団体の経営改善計画について

お答えをいたします。

　まず、マイナンバー導入に係る体制に

ついてですけれども、今現在はいろいろ

と国のほうから情報提供がある状況で、

そういった情報についてまず政策推進課

のほうで情報を集約し、関係各課にそう

いった情報を提供して情報の共有を図っ

ている状況になっております。

　今後につきましては、関係課、政策推

進課でありますとか、あと情報政策課、

市民課等になってくると思うんですけれ

ども、そういった関係課と庁内会議をも

ちまして、今後、どういったふうに取り

組んでいくのか、どういった利用をして

いくのかというふうなところを検討して

いきたいと考えております。

　それと、もう１点、外郭団体の経営改

善計画についてですけれども、今般、社

会経済情勢等の変化によって、外郭団体

にも自主的かつ自立的な経営が求められ

ているところです。そのため、経営改善

計画を策定し、３か年の計画でもって実

行していただくということを考えており

ますけれども、経営改善計画につきまし

ては団体とともに市の所管部が経営改善

計画策定に携わりまして、また実行して

いく上でも所管課等ともに進捗管理を行っ

ていただくというふうなことを考えてお

ります。

　経営改善計画につきましては、既に七

つの外郭団体から提出いただいておりま

すので、経営改善計画を十分に現状を把

握して団体の強み、それから見直すべき

ところ、そういったものをきっちりと把

握していただいて、今後、取り組んでい

ただくというふうな内容になっておりま

すので、これを踏まえて市所管部署とと

もに経営改善に当たっていくというふう

なことを予定しております。

○野口博委員長　池上課長。

○池上秘書課長　広報せっつの件に関し

てお答えさせていただきます。第４次行

財政改革の中で広報せっつの発行回数を
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２回から１回にすると計画しておりまし

て、この間、関係課、関係者とも１回発

行に向けて相談、協議をしてきましたが、

現在、まだ実現には至っておりません。

　月２回から１回への変更につきまして

は、行革の中で経費の削減ということだ

けではなく、現状においてより多くの世

帯、事業所に届けることができないかと

いうことから考えておりまして、そのこ

とからいえば、現行の配布方法からしま

すと月１回発行というのがよいというふ

うには考えております。

　広報からの情報発信につきましては、

広報紙、ホームページ、報道提供の３本

柱で行っておりますけれども、その中で

もやはり紙媒体であります広報せっつが

まだまだ基本というふうに考えておりま

して、担当といたしましてはより多くの

世帯、事業所に広報紙を届けることがで

きるように、また広報紙面の充実につい

ても、引き続き検討してまいりたいと考

えております。

○野口博委員長　上田参事。

○上田政策推進課参事　水谷委員の二つ

の質問についてお答えしたいと思います。

　臨時福祉給付金と子育て世帯給付金に

ついて、周知方法についてお答えさせて

いただきます。一般的な周知方法、あと

住民に直接的申請を促す方法を現在、検

討しております。

　具体的には、現段階は、広報紙での周

知、住民税の申告慫慂等を活用した申告

勧奨、あと介護保険料の額や国民健康保

険料、後期高齢者医療保険料額の決定通

知書を活用した申告勧奨、また専用ホー

ムページの開設、専用ダイヤルコールセ

ンターの設置等を検討しております。

　既に、２月５日から市ホームページ内

におきまして、臨時福祉給付金と子育て

世帯の臨時特例給付金の概要等をホーム

ページで掲載しております。

　今後は、国、大阪府の広報状況を確認

しながら、本市の申請受付等の開始時期

との調整を図りながら、適宜、ホームペー

ジの内容の更新や、トップページの専用

バナーを設けるなど、ホームページでの

広報や、あと広報紙での特集記事を掲載

することを検討しております。

　次に、市の今現在の取り組みというこ

とについてお答えさせていただきます。

今回の給付金につきましては、立法措置

を講ずることなく、地方公共団体の協力

をもって実施することと国はされており

まして、この事務の性格としましては、

予算事業として実施する自治事務となっ

ております。両給付金の事業主体は市町

村となっております。

　厚生労働省より平成２６年２月１２日

付で「臨時福祉給付金の実施について」

並びに「子育て世帯臨時特例給付金の実

施について」の通知により、「臨時福祉

給付金支給要領」並びに「子育て世帯臨

時特例給付金支給要領」が示されました。

各市町村は両給付金の「支給実施要綱」

を制定し、これに基づいて給付金の支給

を実施していくことになっております。

現在、本市におきましては、両給付金の

支給実施要綱の制定の準備を進めており

ます。

　現在の対応として、平成２６年２月２

０日に本会議で平成２５年度の補正予算

を議決していただきました。既に執務室

及び事務室の準備は進めております。情

報系パソコンと基幹系パソコンのネット

ワークの構築は完了し、電話敷設の一部

は完了しております。

　また、両給付金の事務におきましては、

円滑にかつ混乱の生じないよう、窓口等

の対応に係る業務を委託するため、現在、

業者の選定準備を進めております。
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○野口博委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　水谷委員のご質問のう

ち人事課にかかわりますものについて、

順次、ご答弁申し上げます。

　まず、地域手当でございますが、地域

手当は平成１７年の人事院勧告におきま

して、民間賃金の地域格差をより適切に

反映するという趣旨のもと、従来の調整

手当から地域手当へと移行をされたもの

で、基本的には主に民間賃金の高い地域

に勤務する職員に適用をされるものでご

ざいます。

　摂津市の場合は、摂津市に隣接いたし

ます全ての市が１０％から１５％、摂津

市だけが６％ということになっておりま

して、全国的にも少しレアなケースでは

ないかというふうには思っております。

　この状況からしますと、摂津市だけが

民間賃金が低いということは到底、認め

られないかなというふうには思っておる

ところでございます。地域手当移行後、

これまで市長会が取りまとめをいたして

おります府に対する要望、国に対する要

望、それぞれに要望をいたしております

が、北摂ブロックとして要望をすること

になっておりまして、北摂の中では摂津

市だけの課題ということにもなりますの

で、なかなか本採択ということには至っ

ていないというのが現状でございます。

　平成２３年には地元選出の国会議員の

ほうに直接、要望をした経緯もございま

すけれども、現状の改善には至っていな

いというのが実情でございます。

　この差の部分についてはなかなか正直、

難しい部分があるとは思いますけれども、

今後も継続的に、地域手当、ストレート

に要望するとなかなか、摂津市固有の問

題であるということになってしまいます

ので、少し視点を変えた中での要望とい

うことも考えてまいりたいというふうに

思っております。

　次に、管理職等養成研修の委託料、こ

れは、創造的人材育成事業でございます

けれども、内容につきましては新卒の新

規採用者につきましては、接遇であった

り、仕事の進め方、時間管理であったり、

公務員として、職員として働く上での基

本的な研修を主に実施しております。

　それから、２年目から３年目の職員に

つきましては、地方自治法であったり、

地方公務員法であったり、そういった法

体系の研修というところを主にしており

ます。

　また、５年目から１０年目、係長級前

後の職員になるかと思うんですけれども、

その職員に対しては選択制、自分の少し

弱いところであったりという部分を選択

して受講するような研修、そして課長代

理につきましては将来の管理職としての

役割の部分であったりの研修等々を実施

をしております。

　平成２６年度の予算につきましては、

前年度比で約１３％のアップとなってお

りまして、この内容につきましては、新

たな研修といたしまして、自発的な能力

開発に主眼を置いて受講者を公募すると

いう職階別の公募型の研修。それと、個

人としても、組織としてもレベルアップ

できるようにということの趣旨の中での

職員からの提案に基づく研修。それと、

全国のさまざまな先進事例をただ見るだ

けではなくて、摂津市としてベンチマー

クするような形でそこに視察に行って、

またその自治体の職員との交流の中で意

識レベルであったり、行動レベルであっ

たりの部分についても参考としていける

ようにということで、先進自治体の視察

研修。この三つの研修を平成２６年度か

ら新たにやってまいりたいというふうに

思っております。
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　３点目が、女性管理職の養成等につい

ての抱負ということでございますけれど

も、参考までに北摂各市との比較で、総

職員数に占める係長級で見た場合なんで

すけれども、女性の比率ということなん

ですけれども、高槻市、池田市と同レベ

ルでございますので、大きく差はないと

いうふうには認識はしております。

　女性の管理職の必要性といいますか、

市政運営上の女性の視点といいますか、

観点といいますか、考え方、そういった

ことの必要性という部分については大き

く感じてはおりますけれども、ただ女性

だからということで特別な視点というか、

評価ということは考えておりませんので、

全て人材面での評価ということを実施し

ておりますので、もちろん適材適所とい

うことは考えてまいりますけれども、最

終的には個人個人の頑張りというものを

期待させていただきたいというふうに思っ

ております。

　次に、各課の業務マニュアルでござい

ます。各課の業務マニュアルにつきまし

ては、統一的にどういったレベルで、ど

のような形でというのは、なかなかこの

部分を強制的に、例えば様式を統一して

というのは非常に難しいのではないかと

いうふうに感じておりまして、最低レベ

ルのマニュアルについては各課で個人個

人、また係レベルであったりということ

の中で担当業務上は作成をしているもの

と考えております。

　業務マニュアルにつきましては、作っ

てしまえば終わりという考え方になりま

すとマニュアルに頼ってしまう。そうし

ますと、イレギュラーな対応であったり、

レアなケースであったりへの遅れやミス、

また業務の本質的な理解の不足につなが

るといったことの恐れもございます。し

たがいまして、５次の行革の中では、業

務における基本的なマニュアルの部分と、

作業的なマニュアルの部分を分けて考え

て整理を図っていきたいというふうには

今のところ考えております。

　続きまして、人事評価の２月２４日の

アンケートについての中身でございます。

このアンケートは昨年の１２月に実施を

したものでございますけれども、人事評

価制度の再構築に平成２４年度から取り

組んでおりまして、人事評価の中の能力

評価の結果を給与の昇給に反映をすべく、

これまでの制度の中の評価者、評価項目、

評価基準等について見直しを行いました。

見直した後の内容で実施をした部分につ

いて、主に管理職を中心に聞き取りを行っ

たものがこのアンケートの結果でござい

ました。

　おおむね変更内容については妥当であ

るとの意見をいただいておりますので、

平成２７年１月から能力評価の結果を給

与に反映をさせていきたいというふうに

考えております。

　次に、定年延長の考え方と再任用制度

ということでございます。公務員の場合

の定年延長につきましては、平成２３年

９月に人事院が国に対して公的年金の支

給開始年齢の段階的な引き上げに伴いま

して、これ、平成２５年度から始まるわ

けなんですけれども、公務員の定年を段

階的に６５歳に引き上げるということが

適当であるという旨の意見を人事院が国

に出しておりますが、その後、少し議論

がとまった状態になっておりまして、そ

の中で平成２５年３月に、実際に平成２

５年度から支給開始年齢が引き上げにな

るということもございまして、国のほう

から雇用と年金の接続という趣旨での通

知がございまして、その中で、今、申し

上げました人事院からの平成２３年の通

知、これを踏まえて引き続き検討をする
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ということになっておりますので、国の

動向というものに注視をして、その結果

といいますか、その状況に適切に対応し

てまいりたいと考えております。

　再任用制度の部分についてなんですけ

ども、再任用制度につきましても無年金

の期間の問題、段階的に期間が延びてま

いりますので、その部分と、あくまでも

再任用を希望されている本人さんの意思、

それとそれぞれの職場の事情等もござい

ますので、そのあたりを総合的に勘案し

て適切に運用してまいりたいと考えてお

ります。

　次が、課長代理級の昇任試験というこ

とでご質問いただいております。課長代

理級の職員につきましては、平成２３年

度から決裁権限の委譲と管理職手当の支

給ということで、その役割というものを

一定、見直してきた経緯がございます。

　また、課長代理級職員は所属の課のい

わゆる事務部門のトップでもございます

し、将来の管理職の候補の当然、一番手

であることを踏まえますと、一定のレベ

ル、水準を公平に見る機会が必要ではな

いかというふうに考えております。

　その水準を見るための項目なんですけ

ど、少なくとも論理的な思考力というも

のが求められてるということはあるでしょ

うし、市議会との関係においても文章や

口頭の表現力であったり、自分なりの論

理構成ということの中での判断力、決断

力ということも不可欠になってまいると

いうふうに考えております。

　したがいまして、これらのこと、一定、

水準を確認する必要がございますので、

どういった試験ということはもう少し議

論をしていきたいというふうに考えてお

りますけれども、そのあたりを踏まえて

適切に枠組みを決めていきたいというふ

うに思っております。

　最後が、釜石市の派遣職員についてで

ございます。間もなく１年が経過するわ

けですけれども、基本的には人事課にお

いて２週間に一度、近況報告という形で

メールでのやりとりを実施しております。

ほかにも岩手県の主催で年に一度、メン

タル関係の研修がございます。それと、

また別に公務災害基金の主催で年２回、

ストレスチェックというものもございま

す。また、大阪府の危機管理部門で年２

回、現地での面談というものを実施して

いただいております。

　ですから、ご心配いただいてる部分に

ついてはこのあたりの対応で十分ではな

いかというふうに思っておりますし、人

事課においても保健師も在籍しておりま

すので、相談をしながらきちんと対応し

てまいりたいと。

　平成２６年度以降については、相手市

の状況であったり、本人の意思の問題で

あったり、いろいろと総合的に考えて調

整をしているところでございます。

○野口博委員長　松田課長。

○松田警防第２課長　消防ヘリコプター

の活動についてのご質問にお答えいたし

ます。

　消防ヘリコプターにつきましては、現

在、大阪市消防局が２機、保有いたして

おり、大阪市に隣接する八尾市の南部に

位置する八尾空港内に大阪市消防局航空

隊の基地がございます。出動指令が入る

と、市内にとどまらず、府下全域に出動

いたしております。

　その主な活動としましては、災害現場

の様子を撮影し、局の指令センターに画

像を転送したり、災害地消防本部の現場

指揮本部や救助隊等とも連携し活動を行っ

たり、山火事が発生したときにはヘリか

らの消火活動を行ったり、平時において

は予防啓発・広報などのために府下全域
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を飛行するなど、用途は実に多目的でご

ざいます。

　本市における消防ヘリコプターの活動

実績でございますが、防災演習等での本

市消防との合同訓練、火災予防週間など

の上空からの音声での広報、出初め式等、

式典でのメッセージ投下などがございま

す。

　また、現場活動では、淀川などの水難

事故において航空隊と連携し、水面と空

から要救助者の検索活動や救助活動を行っ

ております。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４４分　休憩）

（午前１１時４５分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　納家課長。

○納家予防課長　それでは、少しかぶる

とは思いますが、南千里丘高層マンショ

ンが竣工され、消防における災害の対応

についてお答えいたします。

　パークタワーマンション南千里丘は、

敷地面積１万６４９．０３平方メートル、

床面積１，８０１．８平方メートル、高

さ１１７．７６メートルです。また、地

上３５階建てでありまして、消火、避難

その他の消防の活動のために消防法令に

基づく消防用設備が必要なものとして、

消化器、自動火災報知設備、避難器具、

消防用用水を１００立方メートルを１基、

防火水槽２００立方メートル１基、連結

送水管、非常コンセント設備を指導し、

設置しております。

　さらに、消防隊活動場所として、幅６

メートル以上、奥行き１５メートル以上

の空地５か所も確保し、さらに火災時に

消防隊が消火作業及び救出作業に使用す

る非常用エレベーター１基、特別避難階

段２か所、また屋上におきましては、先

ほど話のありました、ヘリポートを設置

し、火災等の災害が発生した場合、ヘリ

コプターによって地上からの消防活動を

支援し、また入居者等を安全に避難誘導

するほか、傷病者や物資を搬送いたしま

す。

　消防が配備しておりますはしご車は３

０メートル級、最大高さが３６メートル

でありますが、はしご車の届かない階に

つきましても、先に述べました、消防設

備をフルに活用し、消防隊等が万全な体

制で火災防御活動を実施いたします。

○野口博委員長　質問は上にありますヘ

リポートの活用についてという質問なの

で、再度、ご答弁求めたいと思います。

　納家課長。

○納家予防課長　ヘリポートの部分です

が、屋上におきましてヘリポートを設置

いたしまして、火災等の災害が発生した

場合に、ヘリコプターによって地上から

の消防活動を支援し、また入居者等を安

全に避難誘導するほか、ヘリコプターに

よって傷病者や物資を搬送する、そうい

うのに使うのがヘリポートでございます。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４８分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　水谷委員。

○水谷毅委員　第１回目のご答弁、大変

に丁寧にありがとうございました。

　まず、マイナンバーに関しての件でご

ざいますけれども、担当課におきまして

庁内での各課との連携も考えておられる

ということで理解をいたしました。

　少々、大げさかもわかりませんけども、

庁内で申し上げますと、場合によっては

１階、２階の業務が大きく変更されるよ

うなそういった今回のマイナンバー制度

の導入ではないかというふうに思います。

場合によっては、これの専用の検討委員
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会も設けて取り組まれるのが望ましいの

ではないかというふうに考えております

ので、またご検討お願い申し上げます。

　あとは、将来的に施行される折には、

インターネットを通じてパソコン等で問

い合わせや申請業務も可能になるという

ご答弁でございました。これの使用方法

の研修会であるとか、ソフトの面でも先

行して準備をお願いしたいと思います。

　カードにつきましては、平成２８年１

月に配布が始まるということでございま

すけれども、例えば小学生にカードを配

布するのかとか、起き上がることのでき

ないご病気の方にも配布されるのかとか、

そういう発行基準につきましてもしっか

りと検討していただいて、システム上の

セキュリティとあわせて、配布していく

上でのセキュリティにも配慮した内容で

検討を進めていただきたいと、このこと

をご要望とさせていただきます。

　続きまして、臨時福祉給付金と子育て

世帯の臨時特例給付金についてでござい

ます。ホームページ、コールセンター等

で周知の件についてはよくわかりました。

今後、大変煩雑な作業になり、ご苦労も

多いこととは思いますけれども、過去の

周知事例の中にはあってはならないこと

なのですけれども、お亡くなりになられ

た方へ文書が届いたりした事例もあった

こともお伺いをいたしました。こういう

間違いが発生しないようにご配慮いただ

いてることとは思いますけれども、具体

的にどのように工夫をして、作業を考え

ておられるのかをお伺いいたしたいと思

います。

　続きまして、不動産の売払収入の件で

ございます。今後の予定等、理解ができ

ました。現実的に市の財政確保のために

必要な場合もあるかとは思います。市の

財産として長期間保有することが適正か

どうかという議論もあろうかと思います

けれども、売り払いの対象とすべきかど

うかについては、防災の観点からどうか、

あるいは市民サービスの確保のためにど

うかを常にお考えいただきまして、地域

の意見もよく聞く機会を設けて、慎重な

るご検討をいただきますよう要望とさせ

ていただきます。

　続きまして、職員手当の件でございま

す。先ほどご答弁いただいてご努力の件、

よくわかりました。お話の中で、視点を

変えてさらに交渉をしていくという点、

この点、非常に有効ではないかなという

ふうに思いました。同じ北摂エリアにあ

りながら、大きな差異が生じているとい

うことは、勤労に関するモチベーション

の維持にもかかわる課題でもあるという

ふうに考えます。また、近隣市在住の職

員の方も多くおられますので、何とかい

ろんな手を尽くして、諸機関を通じての

是正をお願いしたいと思います。

　続きまして、管理職の養成等の研修に

ついてでございます。市長よりも先般の

基本方針の中で、新たな人材育成実施計

画の中で、自主的な提案研修や視察研修

など、研修制度の充実を掲げておられま

す。ご答弁の中にも、職員の皆さんが選

択をして研修を受けれるように等の配慮

もよく理解ができました。若手職員から

の要望も取り入れながら、時代にマッチ

した、今まで以上にやる気が加速するよ

うな取り組みをお願いしたいと思います。

　また、自らが前例をつくることのでき

る職員の育成も基本方針では挙げられて

おります。このことを現実のものにして

いくためには、部課内での風通しの良さ

も求められると思います。そのためにど

のように工夫し、取り組まれるのかをお

伺いしたいと思います。

　続きまして、広報せっつの件でござい
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ます。広報紙は市民の皆様と行政をつな

ぐ大切な情報媒体であると考えます。貴

重な情報源として、今後も内容の充実に

お取り組みいただきたいと思います。

　一方では、市長の基本方針の中でも電

子自治体の推進について、必要な人に必

要な情報発信手法についてのお話がござ

いました。ホームページや新たな情報発

信手段を含めて、今後の市民の皆様への

インフォメーションに関するビジョンに

ついてお伺いしたいと思います。

　続きまして、旧味舌、三宅小学校跡地

の調査業務、また集会所管理の件でござ

います。防災やコミュニティの観点から

すると、いずれも重要な課題であるとい

うふうに考えます。本市におきましては、

集会所の存在が人のつながりを支える大

きな場所であると思います。我々、摂津

市にとっては、この集会所の存在とコミュ

ニティは非常に大きな必要性の高い施設

ではないかと思います。

　例えば、集会所再構築の他市の事例で

は、駐車場運営や貸店舗との併用型で建

て替え費用の捻出を行ったり、比較的近

くであれば空き店舗を借り上げたり、塾

の空き時間を借り上げ、継続運営に取り

組んでいる地域もあります。

　地域で相談がありましたときに、これ

は難しいかもしれないけども、こういう

方法であれば可能です、こういうふうな

研究をしっかりとお願いしたいと思いま

す。どうか先手、先手で大切な施設運営

の継続をお願いし、要望といたします。

　続きまして、女性政策の件でございま

す。女性管理職の登用についてのご努力

もお伺いすることができました。先日も

ウィズせっつフェスタにて男女共同のす

ばらしいイベントも開催されていました。

女性だからこそ聞こえる声を大切に、働

きやすい職場環境にも配慮していただき

まして、女性管理職の皆様がご活躍でき

ますようご要望いたします。

　また、役職の登用も一つの課題ではご

ざいますけれども、女性ならではの意見

を取り入れることのできる機会と雰囲気

づくりを、職場でおつくりいただけます

こともあわせて要望いたします。

　続いて、インターネットの公売事業で

あります。内容については理解できまし

た。差し押さえ等が発生しないための取

り組みのほうも大切な課題であろうかと

思いますが、やむを得ず市の管理になっ

た財産の有効的な取り組みを今後もよろ

しくお願いいたします。

　続いて、常備消防費の件でございます。

南千里丘のタワーマンションの取り組み

についても理解ができました。今後もさ

らに安心・安全なまちの守り人としてしっ

かりとご尽力をお願いしたいと思います。

　あわせて、５００世帯もの大きな一つ

の自治が今回、誕生いたします。入居が

落ちついた段階で、ぜひとも一度、防火

訓練、避難訓練を企画していただいて、

地域の皆さんとのコミュニケーションを

また確保できる場をおつくりいただけた

らと、このように要望いたします。

　災害対策費の件でございます。防災無

線等、現状をご報告いただきましてあり

がとうございました。その中でも、例え

ば千里丘小学校では学校の校門のところ

にスピーカーが配置をされております。

できれば、例えば屋上に付け替えをして

いただくとか工夫をしていただけないか

と思います。

　また、昨年１１月に鳥飼西小学校で無

線の放送の訓練がございました折に、南

摂津の鳥飼和道地域あたりには放送が十

分に聞こえなかったというふうな意見も

ございました。場合によっては、先ほど

申し上げた設置場所の変更、あるいは増

－27－



設が可能であれば、横長になって届かな

い地域については、公共の施設等を利用

して増設をしていただきたいなというふ

うに思います。

　あとは、国交省が取り組んでおります、

まるごとまちごとハザードマップの看板

についてでございます。昨年も交渉して

いただいているようでございますけれど

も、本市におきましては淀川、安威川も

ございます。水害被害の予想される地域

でございますので、粘り強く国交省とも

ご協議いただきまして、地域の安全意識

の向上にご努力を重ねていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

　災害時には広報車等での案内も回ると

いうふうなお話でしたけども、場合によ

りましたらインターネットラジオとかを

利用した摂津オリジナルの防災インター

ネットラジオ等も今後、ご検討いただけ

ればと思います。

　続いて、人事の件に関してでございま

す。ご丁寧な対応、ありがとうございま

した。人事評価のアンケートの内容につ

いては理解をできました。アンケートの

みで全てを判断するのは難しいと思いま

すけれども、できるだけ多くの目で見て、

人材の発掘と育成にご努力をさらにお願

いしたいと思います。

　また、マニュアルに関しましては、確

かに一丸的にマニュアル化できない、し

にくい部分もあるかと思います。基本と

業務に分けてマニュアルをつくられる、

これは非常にいいアイデアではないかな

というふうに考えました。

　臨時職員の方も増えてきております。

どの方が窓口を対応しても同じ対応がで

きますように、各課でご努力を重ねてい

ただきたいというふうに要望いたします。

　また、定年延長の件でございますけれ

ども、もちろん定年延長をどうするのか

という論議もございますけども、人材育

成という観点から、若手の方々に経験豊

富な方の能力が継承していけるためにと

いう面に関しても、しっかりその辺、国

等の一定の基準もあると思いますけれど

も、摂津市はこうしていくんだというそ

ういう方向性も準備をしていただけたら

と思います。

　次に、昇任試験制度でございますけれ

ども、昇任については昇任できる機会を

より多く設けていただきたいというふう

に思います。職場配置についても本人の

希望を聞く機会も設けていただきまして、

この先輩のように自分もなりたい、市の

ためにという尊い思いに応えることので

きるムードづくりにも各課で大切に取り

組んでいただきたいと思います。

　次に、応援派遣についてでございます。

１名が現地で頑張ってくださっておりま

すけども、２週間に一度のメールという

ふうにお伺いしました。もちろん電話も

していただいてると思うんですけれども、

やっぱり肉声を通じて現地のメンバーに

エールを送れるような体制をしっかり取

り組んでいただきたいと思いますし、ま

た現地でこういう活動をしていますとい

うふうな写真であったりとか、文書であっ

たりとかを掲示板等に掲示していただい

て、次は自分が行ってみたいと思うよう

な雰囲気づくりにも十分、ご配慮いただ

きたいというふうに思います。

　最後に、指定管理者と外郭団体のあり

方についてでございます。指定管理制度

と外郭団体については、市民サービスの

向上を一つの目的にしてこられたと思い

ます。今後、その適正な評価や検証がで

きるよう、場合によっては第三者機関の

活用も含めて具体的に体制づくりを進め

て、そしてその結果をもとに改善の必要
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が生じた場合には、迅速に生かせるよう

な仕組みづくりもしっかりお願いをいた

しまして要望といたします。

○野口博委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　研修に関係いたしまし

て、人材育成の中で自らが前例をつくる

ということを踏まえて、部課内の風通し

ということでご質問をいただきました。

　部課内の風通しということでは、共通

認識の調整であったり、ベクトルの合致

であったりということが考えらえると思

うんですけれども、そういったことの達

成のために、現在、検討及び取り組んで

いることといたしまして、まず管理職の

役割、責務、このあたりの見直しをきち

んと行っていきたい。既に人事評価の評

価基準の中にそのあたりのところも踏ま

えて新たな評価基準として設けてもござ

います。

　それと、人事評価制度の中での能力評

価における面談、これは被評価者と評価

者が面談をしてるわけなんですけれども、

その部分での意思疎通、共通認識という

ことができるように、積極的にこの面談

を行えるように取り組んでまいりたいと。

　面談の部分についても、これまでは係

員、課長代理も係長も一般も全て課長が

評価をしておったんですけども、係長未

満の職員、係長も含めてですけども、業

務であったり、日々の取り組みがより見

える課長代理、係長を評価者にかえて今

現在、実施しておりますので、そういう

意味では組織内の意思疎通といいますか、

共通認識というのもより図りやすくなっ

てるのかなというふうには考えておりま

す。

　それと、業績評価制度を導入しており

ますので、このところで部長と各課長の

面談といいますか、協議の場も設けてお

りますので、そこの部分では部課長間の

意思疎通といいますか、共通認識も図れ

るものではないかというふうに考えてお

ります。

○野口博委員長　池上課長。

○池上秘書課長　広報に係りますご質問

で、ホームページや新たな情報発信手段

についてどのように考えているのかとい

うことでございますが、現在、紙媒体で

あります広報せっつ、この充実には今後

も努めてまいりますが、それとは別とい

うか、ホームページも活用して情報発信

を行っておるところであります。

　しかし、ホームページに関しましては

今までからご意見をいただいてますとお

り、情報量は多くても、即時性やリアル

タイムの発信が今現在できていないこと、

また必要な情報を見にいかなければ入っ

てこないという事実はございます。これ

を補うためにフェイスブックやツイッター

など、いわゆるＳＮＳを利用した情報発

信が有効であるというふうには考えてお

ります。

　しかし、まだ運用機会の浅いＳＮＳ等

のツールにおきましては、メリットとと

もにリスクも指摘されてるところでもあ

り、また立ち上げはできても継続した情

報の発信ができなくては意味がございま

せん。

　そういった中で、電子媒体におきまし

ては今後も比較的安定した運用ができる

ホームページを中心に情報発信をしてい

くことに変わりはありませんが、ホーム

ページの見直し、リニューアルも検討し、

その中でホームページを補完するツール

としてＳＮＳ等の利用も含め、より多く、

より早く、そしてよりわかりやすく必要

な人に必要は情報を届けられるよう、引

き続きその手法、そして運営体制も含め

て検討してまいりたいと考えております。

○野口博委員長　上田参事。
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○上田政策推進課参事　２回目のご質問

のご答弁をさせていただきます。

　個別具体的な申請勧奨の作業方法とい

うことなんですけども、今回、実施され

ます臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時

特例給付金につきましては、本人からの

申請前における正確な支給対象者を断定

することは困難と認識しております。

　といいますのも、両給付金に対する、

先ほども１回目のご答弁をさせていただ

いたところにつきまして、立法措置は講

じられないと、国のほうでこういった形

になっておりますので、両給付金の支給

に関してはご本人の同意なしに税情報等

が活用できない状況となっております。

　我々公務員は一般法として地方公務員

法の第３４条に規定されてる「秘密を守

る義務」があり、さらに税務職員におい

ては職務内容の特殊性により、地方税法

第２２条におきまして「秘密漏えいに関

する罪」が規定されており、これらは重

い罰則規定までもがあります。

　このような状況の中で申請・請求前に

支給対象者を絞ることは困難と考えてお

ります。

　国は地方公共団体における広報として

「住民税の申告慫慂を活用した申請勧奨」

等を挙げられておられます。現段階で私

どもが検討させていただいておりますの

は、個別送付につきましては市民税課か

ら申告慫慂や、非課税者である納税通知

書の送付対象外の方に対し、平成２６年

分の均等割が課税されないこととなって

いる旨の確認的なお知らせを行う。その

際に、臨時福祉給付金のチラシや申請・

請求書を同封することを検討しておりま

す。

　また、子育て支援課から児童手当の受

給者等に対して現況届の様式送付等を利

用させていただいて、子育て世帯臨時特

例給付金のチラシや申請・請求書を同封

することを検討しております。

　これらは通常業務の一環と捉えられて

おります。本市としましても、全ての業

務につきましては、対象外リストを作成

するといった住基を所管されてる市民課

や関係各課と連携、協力をし、業務を行っ

てまいりたいと考えております。

○野口博委員長　水谷委員。

○水谷毅委員　ありがとうございます。

　マイナンバーの件につきましては、今

ありましたけども、要望とさせていただ

きますので。先のことではありますけど

も、先行してお願いしたいと思います。

　続きまして、臨時給付金の関係でござ

います。ご説明の中でありましたように、

情報保護の関係で対象者を絞れないとい

う現状の制度についてはよく理解ができ

ました。私もこの二つの給付金について

の資格条件について勉強してみたんです

けれども、文章にしてしまうとなかなか

自分が対象なのかどうなのかというのが

非常に読み取りにくい状況になっており

ます。場合によっては広報紙、そして介

護保険の案内書、ホームページでの周知

のお話もございましたけども、例えば自

分は課税所得者ですか、イエス、ノー、

次にいってまたイエス、ノーみたいな感

じで、すごろくをするような感じで判断

ができるようにしないと、とてもじゃな

いけど何行もある文章で読み取るのは非

常に難しいのではないかなというふうに

思います。

　それでもだめだったらということで、

コールセンターをご案内できるような形

づくりをしていただけたらというふうに

思います。よろしくお願いいたします。

　続きまして、前例をつくるような風通

しの良さという管理職の養成の件でござ

いますけれども、部長、課長も努力して
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いただいてそういうふうな雰囲気づくり

にご努力されている内容、よくわかりま

した。

　例えば、お昼、食堂で食事をしており

ますと、若手の職員の方もたくさんおら

れます。一生懸命、業務に取り組んでい

る若手の方が本当にやる気を持って取り

組みができるように、粘り強い取り組み

になるとは思いますけども、個人が目標

と目的意識を維持できるような柔軟でス

ピード感ある取り組みをお願いしたいと

思います。

　また、業務を勉強していくという点で

の研修会も必要かと思いますけども、あ

る意味で人間として、また人とどういう

ふうにコミュニケーションをとっていく

のか、そういった部分での研修も中に盛

り込んでいただいて、先輩、上司とのコ

ミュニケーション、また後輩とのコミュ

ニケーションにも役立てるような、そう

いうふうな業務とはちょっと外れますけ

ども、そういう内容も充実していただけ

ることを要望とさせていただきます。

　続いて、広報せっつの件でございます。

ホームページの見直しとＳＮＳの活用等

の方向性をお話しいただきました。あり

がとうございました。方法論はいろいろ

あるとは思いますけども、できれば自前

のメール配信サービスを準備していただ

いて、例えば大阪府警で行っています安

まちメールのように、必要な情報の分野、

カテゴリーをあらかじめ指定しておくこ

とによって、例えば子育て世帯には子育

ての情報が、あるいは若年世代には就労

情報等が発信できるような、そういう仕

組みづくりを考えていただきたいと思い

ます。

　幸い子どもの安心メールもこの春から

スタートしておりますので、そちらとの

活用も含めてご検討いただきたいと思い

ます。

　それから、ＳＮＳについては、フェイ

スブックも利点もたくさんございますけ

れども、比較的、急激な普及をしている

ラインのタイムラインをホームページの

お知らせと連動して送れるような発信が

望ましいのではないかと考えます。ライ

ンもいろんな使い方がありまして、双方

向の発信もありますし、片方向の発信も

あります。そういう意味では、ある意味

で窓口をたくさんつくってしまうと混乱

にもなりますので、一方的な発信という

制限をつけながら、市政が迅速に伝わる

ような取り組みをしていただきたいとい

うふうに思います。要望といたします。

　あと、人材育成に関しましてでござい

ますけれども、さまざまな取り組みが理

解できました。人は石垣という歌もあり

ますけども、本当に明日の摂津をつくっ

ていく人材の発掘と育成のために、どう

かよろしくお願いします。

　以上です。質問を終わります。ありが

とうございました。

○野口博委員長　水谷委員の質疑が終わ

りました。

　続いて、三好委員。

○三好義治委員　本会議でもいろいろ財

政議論をされておりまして、特に出てき

てたのが経常収支比率が１００を超える

ということで、一方では危機感も感じて

おる中で、もう一方では摂津市の財政力

指数が大阪府下ナンバー１になった。ま

た、住みやすさランキングでは全国七十

数番目になったと。一方では明るい話も

ありますけど、一方ではきっちり整理し

ときたいなと思ってますのは、摂津市の

財政力が本当に今、豊かになってるのか

という部分について、財政課に再度、確

認したいと思います。

　まず、経常収支比率については、ご案
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内のように、平成１７年は１００でした

のが、それから毎年、１００を切って、

昨年、平成２４年度の決算で１００．２。

１００を辛うじて超えた。平成２５年度

を見ると、今度、経常収支比率は既に１

００は超えていくというような予測をさ

れて、非常に硬直化してるような財政力

になってるというふうに認識しておりま

す。

　その中で、摂津市の財政力を見ていき

ますと、個人住民税から法人住民税、住

民一人当たりにとらまえて、個人住民税、

平成２４年度決算では府下１７番目で、

法人住民税につきましては、これまで個

人当たりが摂津市がナンバー１でしたが、

平成２４年度決算になりますと池田市に

抜かれて摂津市が２位になってるような

状況ですね。これが歳入の実態で、固定

資産税につきましても、土地につきまし

ては府下２番目で入ってきております。

家屋ついては、一方では５位になってる

と。これについては推移、余り変わらな

いんですが、ここで財政力の部分はまだ

話ししますが、固定資産税課にお聞きし

たいのが、固定資産税の支払いの人口で

すね。土地、家屋、これの推移が一体ど

うなってるのかというのと、固定資産税

だけを見ていきますと、ここ数年来、今

年度もそうなんですが、平成２５年度か

ら平成２６年度の予算対比をしますと３，

０００万円ほど下がってますね。ここ数

年来、ずっと固定資産税が下がってるよ

うな気がしております。ですから、固定

資産税納税者の人口、土地、家屋、償却

税、この部分と、どれだけの額が地価公

示価格で影響してきてるのか。この部分

を教えていただきたいと思います。

　それから、もう一つ、摂津市の特徴が、

地方交付税が府下４０番なんですね。そ

れを裏づけるのに自主財源が府下２番目。

このギャップはいつも気になってるんで

すね。自主財源比率が非常に高くて、交

付税が府下４０番目というこの現象面、

これを財政としてどうとらまえてるのか

という点についてお聞かせいただきたい

と思います。

　それと、気になってるのが、ずっと見

ていったらそれぞれ項目的に聞きたい部

分が多々あるんですが、簡略して聞いて

いきたいと思います。

　それから、扶助費が非常にこれからも

摂津市にとっての財政に相当、影響して

くるという中で、大阪府下のランキング

を見ますと、補助をもらってる扶助費は

１７位になっておりますが、単独扶助費

が摂津市は大阪府下、断トツでナンバー

１になっております。この部分について

の見解をお聞かせいただきたいと思って

おります。

　それと、もう一つ、特徴が介護保険の

拠出金と後期高齢者医療拠出金が、まず

介護保険の拠出金が大阪府下３９位、そ

れから後期高齢者への拠出金が大阪府下

４１位。これは広域連合になってでの話

の部分もあって、この現象面がもう一つ

よくわからないんですが、ここもお示し

いただきたい。ただ、後期高齢者広域連

合は所管が違うので、財政から見た部分

で結構なので、お教えいただけますか。

　それから、今年の市政方針で子育て、

子どもに対する市長の熱い気持ちがある

んですが、その中で扶助費での児童福祉

費は大阪府下、今でもナンバー１になっ

てますね。なのに、なかなか還元されて

ないというのも実感としてあるんですね。

今年は相当、子育て支援に対して医療費

の助成も６年生まで、これからまた中学

３年まで持っていくとか、自転車の関係

やらいろいろ手だてをしておりますが、

この現象も一度、教えていただきたいな
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と思っております。

　それから、公債費の拠出金が、これも

大阪府下２位ですね。我々は元金償還を

超えないように市債発行をということの

中で基準を決めてきたにもかかわらず、

いまだにまだ公債費が市民個人当たり府

下２番目にまだ拠出してるというような

現象になっております。こういった一連

の部分について、財政当局としてどのよ

うに考えてるのか、お聞かせいただきた

いなと。

　もう１点が、特徴で普通建設事業で補

助金がつく普通建設事業が大阪府下３５

位になってるんですね。ただし、単独で

の普通建設事業費が３位ですね。という

ことは、補助金の取り方に一方では問題

があるんではないかなというふうに思っ

ておりまして。もともと財政が厳しい折、

平成１５年ぐらいから１７、１８年が赤

字転落になるかといったときに、維持費

だけで年間１０億円ぐらいだけで何とか

賄っていこうではないかと。このときに

はもちろん補助金もつかずに単独建設事

業費で賄ってきた経緯がありますが、今

日においてでもそういった補助金絡みの

部分が非常に少なくて、単独建設事業が

非常に大きいんですね。この点について

財政として、上位行政機関に対する働き

かけなんかを含めて、どういうふうに認

識してるのかお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、たばこ税についてですが、

今年度、昨年から８億２，０００万円か

ら、ことし８億円まで減っておりますが、

もう一つのたばこ税も含めて、今の推移

も伺いたいのと、一方では、たばこはこ

の４月から４１０円の部分が４３０円に

値上がりしてきますし、それぞれたばこ

の値上がりもある中で、このたばこ税の

減額予算というのが、ちょっと私、うな

ずけないなと思ってるんですが、この点

についての見方について、お聞かせいた

だきたいと思います。

　それと、先ほど水谷委員が質問してた

部分で、臨時給付金の件なんですが、な

ぜ政策推進課が抱えてるのかということ

が率直な気持ちでございまして。いろい

ろ、この補正第６号で、まず四千数百万

の基金と準備金で補正を組んでますね。

これから給付を始めていくのが６月、７

月ぐらいに行っていくというふうに伺っ

てるんですが、その中身の電算の仕組み

から行きますと、所得税の関連もあった

り、児童の今の実態環境を把握しますと、

単独プロジェクトというのは理解できる

んですけども、なぜそれが政策推進課で

抱えなければならないのかという、この

機構の部分ですね。この点について、お

聞かせいただきたいと思います。

　それから、予算書の１９７ページの人

事にかかわる部分の特殊勤務手当が、相

当減額されます。この月額の廃止という

ことを先ほど説明を聞きましたけども、

もう少し詳しくご説明をいただけないか

なというように思います。

　それから、人材育成でいろいろとこと

しもスキルアップのために取り組んでい

るんですけど、私も常にスキルアップは、

どの部分をスキルアップしていったら実

効的な教育になるのかなということを常々

考えるときがあるんですけど、その部分

がなかなか見えてこないんですよね。組

織力の中で何が今、行政としてやらなけ

ればならない課題があるのかという部分

が見えなくて、どうも総花的にしか教育

研修がなされてないんではないかなとい

うように思っております。

　例えば、ものづくり産業の事業所のと

ころは、今、いろいろ機械化が進んで、

例えばマシニングなんかはコンピュータ
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を押しますと、機械を入れるとそこで完

成品が出てくるんですね。昔はそれを手

動で加工していく、その技能の伝承とい

うことに一方では努めてるんですね。

　市役所の場合にそういった部分での技

能の伝承というか、事務の基礎的な知識

の習得というか継承という部分が、私は

一方では欠けているんではないかなとい

うように思っておりまして、例えば、携

帯電話が普及して、電話番号がなかなか

覚えられなくなったと、これは私の事例

ですけどね。それから、パソコンを使う

ようになって、なかなか漢字が思い出せ

なくなった。それから、車のナビゲーショ

ンができて、地図をなかなか覚えないよ

うになったというような、だんだん、近

代的な事務作業になってきて、例えば役

所のほうでは今、電算化がどんどん進み、

もう入力するだけでそれが全てシステム

として上がってくるから、本来の基礎知

識というのがなかなか習得できてないん

ではないかなという感がするんですね。

　そういった中で、今の研修体制の中で、

そこら辺がとれてるのかどうかという部

分ですね。だから、何を目指す研修を重

点的に置かれているのか、お聞かせいた

だきたいと思っております。

　視野を広げることについては、職員が

新年度から他市の視察も入ってるという

ことについては、私もいいことの取り組

みだなというように思いますが、ですか

ら、基礎になる何を研修していくのかと

いうことについて、お聞かせいただきた

いと思っております。

　それからもう１点、人事の点ですが、

職員の退職金が平成２４年８月に閣議決

定をされて、摂津市におきましても退職

金の削減が今なされてますね。今年度、

退職する人がそれの一番対象になると思

いますけども。平成２７年度をめどに、

従来まであった２，７４９万１，４００

円が、２，３３２万４，７００円まで下

がってくると。

　この退職金というのは、本来、退職金

の算定基準になる給与がベースになって

くるんですよね。一方では、摂津市の給

料のラスパイレス指数、これもちょっと

上がってきてますけども、府下、今、２

１番目ぐらいになってるんですけども、

これが、ラスパイレス指数を気にしてい

くと、この退職金の本来の基準額よりも

余計にこの摂津市の退職される方の給料

が減ってくるというようなことが想定さ

れるんですよね。この部分について、手

当で賄われる、本来は本給に対する退職

金ですね。だから、その部分について、

今、人事課として平成２７年度までの国

の指針に従っていった場合に、摂津市の

職員の退職金は大阪府下、どの分類に入っ

てくるかということをお聞かせいただき

たいと思います。

　それと、集会所の件で、先ほど、水谷

委員が質問もされておりましたが、集会

所で現在、昭和４０年代に建設された集

会所が今、１０か所ですね。昭和５０年

から５４年、まあ、５５年以前ですね。

何を言わんとしてるかというのは、耐震

化が必要な木造建築物が昭和５５年以前

の建物なんですね。その中で、摂津市で

集会所５３か所ある中で１８か所が昭和

５５年以前の建物であって、個人宅に対

しては耐震診断並びに耐震補強で、今年

度もプラス３０万円を予算立てしており

ますが、この集会所について、一定の今、

耐震診断とその今の現状をどう認識して

いるのか、お聞かせいただきたいと思っ

ております。

　私は第一前提として、この集会所につ

きましては、地域の小地域ネットワーク

のコミュニティの貴重な建物という認識
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をしておりまして、一方では、耐震化の

推進を民間住宅にまで反映しておきなが

ら、この集会所についてはそういったこ

との手だてが全くなされてない。

　公共施設についての耐震化につきまし

ては、施設管理上、避難場所に指定され

ているところは優先的にやっていると思

いますが、一方ではこれも老人常設集会

所であり、一方では市営の集会所であり

ます。万が一があれば、これは市の責務

が大きいと思うんですよね。

　ですから、そういった昭和５５年以前

の集会所についての今のファシリティマ

ネジメントとまでは言いませんが、どん

な管理でやられて、どういう今、計画を

なされているのかをお聞かせいただきた

いというように思います。今の実態です

ね。

　それと、もう一つ、１８ページで、さっ

きから出てきております旧味舌と三宅、

それから別府のコミュニティ施設につい

て質問させていただきますけど、まず、

旧味舌、三宅につきましては平成１７年

１２月２２日、それこそ大雪が降る中で、

学校統廃合が本会議で可決されました。

その間、いろいろ市民団体とも議論も重

ね、それから行政が動いてきた経緯の中

で、一方では一部売却、我々はそう認識

した中で、その売却した資金をもって各

小学校、義務教育施設に対するその財源

を充当していくと。もちろん、一時的な

維持補修についてもランニングコストは

味舌小学校、三宅小学校の中で光熱水費

も含めてランニングコストが浮いてくる

からそれぞれ小中学校、義務教育施設の

は充当していく。さらに新たな大規模改

修については、一部売却した財源をもっ

てやっていくというのが、私もそのとき

議長をやっておりまして、市民に対する

一方での説明責任だったというふうに感

じておりますが、今、なぜこの時期にそ

ういったまた調査費用を計上しながら、

何をなされようとされているのかという

ことについて、改めてきっちりとご答弁

いただきたいと思います。

　それから、別府地域のコミュニティ施

設の部分なんですけども、これも第７回

までそれぞれワークショップが開催され

て、もともとの計画でいきますと、基本

設計の策定が昨年１２月から今年度の３

月末までの予定になっておりましたね。

そろそろこれ、出てくるんですかね。補

正予算を見ますと、一方では減額補正に

なってるんですが、これは議会に対して

いつごろ出てくるんでしょうか。

　それと、総務常任委員協議会のときも

話をしてましたけども、このワークショッ

プである程度、平面図並びに配置図が全

て市民の声として出されてるんですね。

この意見は全て反映されていくんですか。

最終的にはどこで誰が決定していくんで

すか。その点についてもお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、予算概要１２ページの市史

編さん事業で、１，４１８万６，０００

円、新年度に組まれてるんですね。これ

も平成３３年度完成予定で、この補正７

号で６万円の市史の販売収入があったと。

これは昭和２６年か２７年の水害の部分

を出された部分の販売収入だというふう

に思うんです。

　私もずっとこの市史編さん、もともと

教育委員会で所管している部分が、なぜ

総務課が今、所管をしてるんだというこ

とで、当時、総務課に所管換えになった

ときでも、相当質問をさせていただきま

した。

　改めて私が認識してるのが、この摂津

市史は、昭和５０年に完成されたんです

よね。この間も、摂津市で市史の編さん
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は、過去２回やられて、古代史から中世

史から、近代史まで全てあるんですけど、

ずっと見とると古代史なんか、否定する

わけちゃうんですよ、改めてそこを見直

ししなければならないようなものなのか

なと。平成３３年までに、当初記憶では

３億円からこれに対して使うんですね。

１，４００万円のうちに人件費が約１，

０００万円から１，２００万円。これを

毎年やられるわけなんですよ。

　実際にこれを見てみたら、これは別巻

ですから箇条書きだけなんですけど、過

去の部分は明和池が出ましたけども、明

和池は大事なものなんですが、そこの部

分だけ補填するんやったら、そんなに私、

かからないと思うんですよね、古代史の

中でも。近代史の中で考えていくんやっ

たら、現代の部分であったら昭和５１年

から現在まで、平成３３年完成ですから、

平成３０年ぐらいまでの予算立ての中で

やっていくんやったら十分と違うんかな

と。

　一方では、なぜ言うてんのかと思うた

ら、郷土摂津いにしえ通信というのが非

常に立派に、常に配信してくれてるんで

す。これは、教育委員会所管なんですよ。

これが非常にこういった部分では、郷土

いにしえの案内人の方々は、相当、尽力

入れていただいて、摂津市の、何せ歴史

を後世に伝えたいと。

　一方では、毎年１，４００万円かけて、

価値ないとはよう言いませんけど、現代

史だけに切りかえても今だったら遅くな

いんかなというように思ってるんですけ

どね。せやから、大学の先生と学術員と

嘱託職員、実際に事務所にいてるのは３

人だけで、大学の先生には資料を渡して

精査をしてもらってる部分でしょう。今、

やらなければならない、予算を充当しな

ければならない、もっと違うところに予

算を使うべきと違うんかなと思います。

見解をお聞かせいただきたいなと。

　これについては機構改革も入ってます

けど、機構改革についてはまた、条例の

中でまた話をしていきたいと思いますか

ら、今の予算の組み方と仕事の進め方に

ついて、お聞かせください。

　それから、選挙管理委員会についてな

んですが、昨年９月、選挙がありまして、

投票率が四十二点数ポイントまで下がり

ました。府議会議員選挙の予算が平成２

６年度当初予算の中には組まれてますが、

昨年のことを反省しながら、今後、投票

率アップのためにどう考えているのかと

いう部分をお聞かせいただきたいなと。

特に選挙管理委員会でどのような議論を

されているのかについてもお聞かせくだ

さい。

　それと、議案第１０号で緊急雇用創出

基金事業補助金が１７４万５，０００円

減額で、大阪府に返還するようになって

ます。大阪府からせっかく予算がおりて

きてるのに、１７４万５，０００円も返

すとは、これはどういった状況で返さな

ければならなくなったのかというのと、

平成２５年度にどういった事業をなされ

てきたのかについてもお聞かせいただけ

ますか。

　もう１点、土地売払収入、先ほど水谷

委員も聞いとったかもわかりませんが、

ここの１億９，９８０万円はどこの部分

が破談になって次年度繰り越しになって

るのか、この点について、項目多くなり

ましたけど、よろしくお願いいたします。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　三好委員の財政関係

のご質問、９点に及ぶかなと思いますが、

そのことについてお答えしていきたいと

思います。

　まず、１点目のご質問で、総括的なご
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質問がございました。摂津市の財政力指

数は非常に高いと、１位に近いぐらい高

いということで、府下でもトップである

と、そのことと、経常収支比率が１００

を超えている、その財政の硬直性の問題

をご指摘されて、本当に豊かなのかとい

うご質問だと思うんですが、これは、摂

津市の先ほどご質問でもございました強

みでございます。いわゆる固定資産税、

ここは経常的に本当に安定的な税源でご

ざいます。それを持っておられるのが法

人、非常に大きな法人がございます。こ

の法人によるところが大きい、この固定

資産税というのは大きな強みでございま

す。

　このために、ご指摘のあった府内のラ

ンキング、税収は、田尻町はよけるとし

て、１位であります。そういう意味で、

ここの税収というのは過去からずっと強

みがあるという意味では、ここでは財政

力は豊かな団体であると言えるんですが、

しかしながら、摂津市の都市基盤であり

ますとか、あるいは昭和４０年代以降の

人口急増期の義務教育施設の整備でござ

いますとか、いわゆる施設整備が遅れて

いる現状が過去からございました。

　このため、どういう形で施設整備して

いくかといいますと、地方債であります。

地方債を発行し、その需要に応えてきた

ということで、税は豊かであるんですが、

その身の丈以上に施設整備をしなければ

ならない、人口の増でありますとか、あ

るいは下水に象徴されます災害対策であ

りますとか、そういう需要がございまし

た。そのために地方債に依存して財政運

営してきたということで、硬直化の原因

となる一つが公債費。先ほどのご指摘に

もございましたが、公債費がございます。

　それと同時に、高齢者の人口がこの間

急増しておりますので、扶助費が増になっ

ています。そういう意味で、一方で歳出

の硬直化の原因があり、一方では税源は

豊かであるというような状況が摂津市の

財政であるというように、最初のご質問

では言えるのかなと思っております。

　２点目、地方交付税のご指摘がござい

ました。地方交付税は基本的に税が伸び

れば交付税が減ると、トレードオフの関

係になっておりますので、税収が強い、

税に強みがある団体は、普通交付税は交

付されない。摂津市も平成２４年は交付

成りになりましたが、１６年以降、ずっ

と不交付でございました。それは税が強

いからでありまして、税の弱い団体は交

付税で補填されるという形になりますの

で、一人当たりの交付税は摂津市は下位

にあるというところでございます。

　続きまして、扶助費の問題がございま

した。一つは、扶助費の全体のお話の中

で、単独扶助費がナンバーワンであると

いうことと、それに絡みまして、児童福

祉費、ここの部分もナンバーワンで、そ

れと子育て関連等のサービスについてど

ういう関係かという言及をされたと思う

んですが、基本的に扶助費というのは、

大きくは皆さん、想像されるのは社会保

障でありますから、生活保護であります

とか医療の問題でありますとか、そうい

うところが扶助費になってくるんですが、

ちょっと感覚的に違うかもわからないん

ですが、保育所に措置されます、過去は

措置費と申し上げたんですが、民間であ

ろうと公立であろうと、保育所に入所さ

れます定員を増やしますと、そこに費用

が発生いたしますと。これは我々、どう

カウントしますかといいますと、それは

扶助費でございます。国の配置以上に保

育士を雇用しておったり、サービスを手

厚くしますと、単独部分が増えてまいる、

そういう意味で、摂津市は子育て環境が
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非常に整った団体であるということで、

扶助費の児童福祉費が一番であると。

　そういう意味で、今まで子育てしやす

い環境を提供してきて、さらに今の、今

後の高齢化を見据えて支える子どもたち

をさらに手厚く援助しなければならない

ということで、いろんな手を打ってるわ

けですけど、そういう意味で児童福祉の

扶助費が高いということでございます。

　あと、医療の関係でお話しされました

が、介護であれ、後期高齢者で拠出金と

いうのは基本的に全体で賄うための一定、

割り勘といいますか、その考え方をどう

いうふうに出すかということでございま

すが、摂津市は過去から、先ほども子育

て世代が多いということで、全体世帯も

単身世帯が多いということで、年齢から

考えますと、府内の状況でいうと非常に

若い年齢であった、かつては非常に若い

ということにあったと思います。

　その形もありまして、いわゆる後期高

齢者でありますとか介護に対する拠出は

少ないというような現状になっておるの

かなと。

　あと、公債費の拠出金、この間、財政

運営では元金を下回る起債発行でという

ことで、公債費抑制化施策に取り組んで

まいりました。そのおかげで、ピーク時

一般会計で４４５億円を超える残高、下

水で５４０億円を超える残高、１，００

０億円近い残高があって、それが非常に

今後の財政運営の大きな重荷であるとい

うことがあったんですが、この間、そう

いう元金を下回る償還を目指すというこ

とで、公債費を抑制した結果、２４年度

決算では一般会計で２４８億程度におさ

まり、下水も４００億を切る段階まで減っ

てまいります。大方６５％、ピーク時か

ら６５％ぐらいの残高になっておるとい

うことでございますが、ここで府内の中

で拠出金が高い、公債費拠出金が高いと

いうのは、やはり下水のこの地方債の残

高でございます。この残高が他市に比べ

て、やはり下水に取り組む時期が遅かっ

たがために、一気に償還の負担が来たと

いうことで、雨水の部分というのが基準

でありますので、それを繰り出さざるを

得ない。汚水についても下水道経営のた

めに若干基準外を出さない、仕方がない

ということで、公債費拠出金は非常に高

位にあるという現象でございます。

　あと、普通建設事業費についても言及

されました。補助と単独、我々、予算査

定において、補助対象になる事業費を優

先して査定してまいっている、そのスタ

ンスは変わりございません。ただ、この

ランキングの中で評価しますと、例えば

今現在、茨木市においては立命館大学が

来るということで非常に大きな開発をさ

れています。あの開発に対して相当大き

な国費が入っておりますので、ただ、我々

が今後の連続立体交差事業でありますと

か、千里丘西の再開発でありますとか、

非常に大きなまちづくりのプロジェクト

が入りますと、大きな補助基本が入りま

すので、そのプロジェクトごとにかなり

補助対象を単純に市民で割り算しますと、

その時期のずれが出てまいります。

　そういう意味で、今は摂津市において

は補助事業というのは、吹田操車場跡地

の防災公園の負担金でありますとか、あ

るいは義務教育の耐震でございますとか、

そういう部分に限られるわけでございま

すが、そういう意味で単独のほうがラン

クにすれば高いということになっておる

のかなと考えております。

　あと、補正の関係で、緊急雇用創出基

金事業の減額についてのお問いがござい

ました。具体的な平成２５年度の事業と

いうことでございますが、２５年度事業
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はまず、環境分野における障害者就労促

進モデル事業というのが１点ございまし

て、これは現在、リサイクルプラザにお

いてトレー、白色とか茶色のトレーの分

別を障害者の方にしていただいて、軽作

業をしていただくということでやってお

る事業でございます。

　もう一つ、障害福祉サービス人材育成

雇用事業というのもございます。これは、

障害者に対するサービスをする人を育成

する事業。これも２５年度事業でやって

おります。

　あと、教育委員会関係なんですが、ス

クールサポートスタッフ、いわゆる子ど

もの相談に乗る。不登校でありましたり、

勉強でありましたり、そういうスクール

サポートスタッフという事業です。

　もう一つが、保健室サポーター配置事

業。これは補正で上げた分なんですが、

これは保健室は養護教諭がいらっしゃる

んですが、この方、非常に忙しくて、子

どもたちが結構保健室に来訪されるとい

うことで、その養護教諭をサポートする

人材を育成し、将来はそういう子どもに

携わる職業についていただきたいという

ような事業がございます。

　あともう１点、今申し上げた事業とは

別に、いわゆる企業支援型、ＮＰＯとか

の支援型の事業というのが二つございま

して、一つが、これも障害者雇用を促進

するということで、現在、旧味舌小学校

の体育館において事務をとっていただく

と。これも障害者の方がパソコンなどで

事務をとっていただいているという事業

がございます。

　もう１点が、これもＮＰＯから、これ

は介護予防とか、いわゆるまちごとフィッ

トネスの関連の体操の指導員、こういう

のを養成する事業と。

　そういう事業がございまして、それぞ

れ事業費を算定し、申請するわけですけ

ど、結局、雇う側と雇われる側という面

がございまして、当然、我々としては１

００％、ある一定期間雇用しますという

前提でもって補助申請するんですが、結

果としてその間、必要な人数が集められ

なかったと、１０分の１０ですので、１

００と思っていた部分が、それが９０に

なったということになると、１０余って

きますよね。それは１０分の１０ですか

ら、歳出と同様に減額した補助金をお返

しせなあかんというシステムになってお

りまして、１７４万５，０００円、お返

ししたということでございます。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　三好委員のご質問

にお答えします。

　まず、２点ございますが、１点目の集

会所の運営利用実態についてと、それか

ら耐震化の必要性をどう認識しているか

について、お答えさせていただきます。

　集会所の運営につきましては、地域の

自治会等にお任せしておりまして、集会

所運営委員会というのを設立していただ

いて、集会所の貸し出し等の運営をして

いただいております。

　集会所の利用実態につきましては、平

成２３年度、２４年度、利用につきまし

て、手元に資料がございますが、そちら

のほうで行きますと、月に２回から３回、

年間を平均するものを月で割りますと、

２回から３回、４回ぐらいまでしか利用

されていない集会所のほうが、５３か所

のうちに１０か所ほどございます。先ほ

ど申しましたように、利用頻度はすごく

多く利用されている集会所もございまし

て、中には先ほど言いました１０か所ほ

ど、非常に利用頻度が少ない集会所がご

ざいます。

　また、耐震化の必要性につきましては、
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先ほど三好委員もおっしゃられてました

ように、新耐震基準が昭和５６年に適用

されたということで、我々、耐震化の必

要性という前に、耐震診断が必要である

かどうかを判断する材料としまして、５

６年の新耐震基準が適用されているかど

うかという集会所は１９か所、５６年に

も新耐震基準が適用される前の設計がさ

れているというところで、１９か所、認

識してございます。

　そちらのほうの集会所の中には、一津

屋にございます第６集会所のように、文

化財の指定をされているものというのも

中には含まれておりまして、こちらのほ

うはもう１００年以上たっているような

集会所になってございます。こういうも

のが含まれている中に集会所の耐震化で

あるとかバリアフリー化というのも、今

後考えていかなければならないというふ

うな認識をしてございます。

　ただ、先ほどもおっしゃいましたよう

に、老朽化している公共施設はそれ以外

にも公共施設の今後の老朽化建て替えに

ついての考えをまとめる必要がございま

して、ファシリティマネジメントの考え

方が必要だと考えておりますので、その

中で全体的な公共施設のあり方について

考えてまいりたいと考えてございます。

　続きまして、平成２５年度予算の土地

売却収入についてお答えさせていただき

ます。

　２５年度予算では、当初、旧市営鯵生

野団地の跡地について一部を売却すると

いうことで２億円の歳入を見込んでござ

いました。鯵生野団地につきましては、

地元で実施しております別府ワークショッ

プで議論された施設計画や今後の工事計

画などを反映した結果、売却を２５年度

見合わせ、かつ、２６年度の歳入にも見

込まないということになりました。

　そこで、２億円を減額しておりますが、

それ以外について、歳入としまして道路

敷きを一部売却したという歳入がござい

ましたので、それを除いた減額をしてご

ざいます。

○野口博委員長　和田課長。

○和田市民税課長　市たばこ税のご質問

につきまして、ご説明させていただきま

す。

　まず、平成２５年度の市たばこ税につ

きましては、２５年４月１日からの税率

改正に伴う増と、健康志向に伴う需要減

を見込みまして、対前年比５．１％増の

８億２，０００万円を当初予算に計上し

ておりましたが、９月から当初計上額を

上回る申告納付がありましたので、７億

円の増額補正を行ったところでございま

す。

　その後の収納状況につきましては、月

ごとの変動はございますが、２月末時点

で１５億８，８００万円となっておりま

して、課税定額の１５億８，４００万円

を既に上回っておる状況でございます。

　次に、平成２６年度当初予算につきま

しては、健康志向に伴う需要減を見込み、

対前年比２．４％減の８億円を計上いた

しておりますけれども、この内容といた

しましては、健康志向に伴う需要減につ

きましては、ずっとたばこにつきまして

は続いておる中で、前回の、ちょうど消

費税の値上げがございました。３％から

５％に値上がったときの販売代金の推移

でございますけども、９７．４％という

ことで、ほぼ今回と同じ減少率かなと考

えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。

○野口博委員長　谷内田課長。

○谷内田政策推進課長　それでは、三つ

のご質問についてをお答えさせていただ

きます。
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　まず、１点目、臨時福祉給付金の組織

の件ですけれども、二つの給付制度がご

ざいまして、これら、それぞれ迅速確実

な給付が求められているところでござい

ます。それを勘案しまして、この両制度、

それぞれ連携させてやっていく必要があ

るという点と、それから、特に臨時福祉

給付金につきましては、老齢年金受給者

等については加算制度がございますので、

そういったほかの制度との連携を十分に

図る必要があるというふうなことがござ

いまして、それぞれ、例えば福祉の担当

部署でありますとか子育ての担当部署、

それぞれでやっていただくのではなくて、

この両制度を同時に連携してやる必要が

あるということで、組織を立ち上げて担

当させていただいております。

　そういったことで、複数の分野にまた

がっていろいろと制度がございますので、

そういった意味から政策推進課で担当さ

せていただいております。

　それともう一つ、小学校の跡地の関係

ですけれども、これについて売却、当初

そういうふうな方針で、今になってまた

売却についての検討はなぜなのかという

ところですけれども、今までもいろいろ

市民の方からもご意見いただき、内部で

も検討していたところですけれども、今

回のこの跡地については、売却もしくは

定期借地、それぞれ方法が考えられるか

と思うんですが、この二つの方法をとっ

た場合、まず、小学校であったというこ

とについて配慮する必要があるというふ

うなことで、まず、そういった売却後、

賃借後の姿をまずはきっちりと周辺地域

環境と調和した形で描いていく必要があ

るであろうということを思いまして、今

回、そういった売却、賃貸後の計画を一

旦、きっちりと検討させていただきたい

と。

　そういったことも踏まえて、今後、売

却、定期借地についての方向性を決めて

いきたいというふうに思いまして、今回

の調査業務を委託するものであります。

　あともう一点、大きなものとしまして

は、正雀保育所の老朽化に伴う建て替え、

移転用地の検討、これも特に旧の味舌小

学校、こちらのほうを活用を考えるに当

たっては、かなり重要な問題になってき

ますので、この課題について最適案、こ

れを検討していきたいと。これを専門家

の目で見ていただいて、どういった最適

案があるのかというのを検討していきた

いと思っております。

　あともう１点、最後、三つ目ですけれ

ども、別府の新しい施設についての基本

設計の件ですけれども、これにつきまし

ては先週金曜日、最終ワークショップの

報告会をさせていただいたところです。

この報告会で、それまでの全７回を通じ

ての皆様の意見を、ワークショップとし

ての意見をまとめたものをご確認いただ

いたところです。

　これをこの基本構想につなげ、新年度、

基本設計をしていくわけですけれども、

皆様、ワークショップの中でいろいろ、

確かにご意見いただきました。その中で

どうしてもこの基本構想、基本設計に取

り入れられない意見等もございます。な

るべく皆様の意見、まとめた意見を基本

構想につなげていきたいというふうに考

えておりましたけれども、どうしても建

築上の制約でありますとか、市の考え方

と相違する部分がありまして、反映でき

ていないものもございます。

　この基本構想をまとめたものにつきま

しては、パブリックコメントを実施して

最終的に案という形から基本構想にしま

して、それと同時並行して、基本設計を

行っておりますので、今年度末には一定、
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基本構想、基本設計ができ上がりますの

で、でき次第、また議会の皆様にはご提

示させていただきたいと考えております。

　一応、基本構想、基本設計、ワークショッ

プの段階から教育委員会生涯学習課であ

りますとか政策推進課、それから市民活

動支援課、関係部署がワークショップの

段階から入っております。そういった関

係部署と調整して最終的なものを決めて

いきたいと思っております。

○野口博委員長　中西課長。

○中西固定資産税課長　固定資産税に関

する部分についてご答弁申し上げます。

　まず、納税義務者の推移ということで

すけども、手元に余り細かい納税義務者

の推移がないんですけども、土地につい

て言いますと、平成２１年から２５年、

徐々に納税義務者が増えておりまして、

この５年間での増としまして、４２４名

増えております。家屋につきましては、

ちょっと古いデータがなく、２４年から

２５年にかけてなんですけども、この１

年間で３１３名増えているという形になっ

てます。

　原因としましては、工場、倉庫等の跡

地に住宅ですとかマンション等が建って

いるということから、納税義務者数は着

実に増えていっているのではないかなと

いうふうに考えております。

　それから、償却資産につきましては、

さほど大きな動きはないという形で記憶

はしております。

　それからもう一つ、地価公示価格の動

きなんですけども、地価公示価格につき

ましては、バブル崩壊以降、平成１８年

１月の地価公示まではずっと下落傾向が

続いておりまして、１９年１月の地価公

示から２０年１月までは、一部増加に転

じております。その後、また２１年から

現在にかけて、地価公示価格は下落傾向

にありまして、最近におきましても、こ

の２５年におきましても、一部地域で据

え置きという地域はございますけども、

主にどちらかといいますと鳥飼とか安威

川以南のほうで、相変わらず下落傾向が

続いているという傾向にはなっておりま

す。

　平成２６年１月１日現在の地価公示価

格については間もなく、この３月２０日

前後ぐらい、また発表されるかと思いま

すけども、不動産鑑定士等のほうから話

を聞いている範囲では、摂津市全体を見

る限り、やっぱり増加ポイントはないと、

相変わらず一部下落のところがあるとい

うふうに聞いております。今後、２７年、

２８年以降ですけれども、なかなか上昇

まではいかないのではないかという話も

聞いております。

　それに伴いまして、確かに固定資産税

の税収もずっと毎年落ちておりまして、

土地・家屋・償却全体で言いますと、や

はり２２年のときに少し増えたんですけ

ど、それ以降、またずっと下落が続いて

いるという傾向になっております。

　土地・償却につきましては、ずっと下

落傾向、家屋につきましては、やはり年々

新築家屋等が建ちますので、滅失家屋よ

りも新増築家屋のほうが多いということ

でプラス要因にはなってきますけども、

３年に一度、評価替えのときには経年減

価措置で評価が落ちますので、その段階

で３年に一度、下落という形の傾向になっ

ております。

○野口博委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　三好委員の３点のご質

問にご答弁申し上げます。

　まず１点、特殊勤務手当の廃止の部分

でございますけれども、理由は、摂津市

クリーンセンターの廃止、それと、環境

センターの夜間から早朝の業務の外部委
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託、これに伴いまして、条例に明記させ

ていただいております一般廃棄物の焼却

または焼却残渣の処理業務に従事する者、

そして、し尿処理業務に従事する者に対

してございました特殊勤務手当がなくな

るものでございます。

　次に人材育成の取り組みでございます

が、人材育成に関しましては、人事評価

制度であったり研修制度、さまざまな制

度の創設・構築等、トータルで対応する

ことになっているんですけれども、ただ

今ご指摘をいただきました事務の基礎的

知識の継承の部分、この部分、我々も非

常に問題というか課題として認識を持っ

ております。

　この部分の問題をどういうふうに対応

していくかということで、現在、この部

分については業務執行の適正化と、いわ

ゆる内部統制ということも言えると思う

んですけれども、この観点でのプロジェ

クトを設けて、今現在、対応しておりま

す。

　中身的には、ここ一、二年間、組織内

で起こったヒヤリ・ハットも含めた問題

点の洗い出し、そして、この洗い出した

問題点を課題として整理する作業、そし

て、整理した課題を解消するための具体

策、その方策の構築ということで現在、

作業を進めておりまして、この観点も人

材育成のところに含めて、トータルで人

材育成ということで対応してまいりたい

というふうに考えております。

　三つ目が、退職金でございますけれど

も、今いただきましたように、確かに３

年間で４００万円ほど退職金が下がると

いうことになります。退職金については

本給と年数で基本的には積算をいたしま

す。やはり本給はいわゆるラスと当然連

動しておりまして、摂津市の場合、国の

特例減額がなくなりますので、通常のラ

ス比較がもう間もなくできると思うんで

すけど、府下でも真ん中の位置におりま

す。

　各市とも退職金の積算につきましては

国基準と同様の中身となっておりますの

で、この結果得られる退職金の額という

ものは、摂津市の場合で言いますと、ほ

ぼ府下で言うと真ん中のあたりに推移す

るということになってきます。

○野口博委員長　山口次長。

○山口市長公室次長　小学校跡地の調査

の関係で、一つだけ補足をしておきたい

と思います。

　なぜこの時期かという中で、谷内田課

長から正雀保育所の問題がありますとい

うふうなことがありました。その前提と

して、教育委員会の教育施設を廃止する

ときに、用地の確定測量をやっておりま

して、平成１８年度ですけれども、平成

１９年３月に用地を確定させております。

そのときに、一応、官民境界であります

とか、道路境界については一応明示はで

きておるんですけれども、中の筆がまだ

用地買収のほうを過去から順ぐりにやっ

てきたもので、まだ相当、十何筆残って、

入り組んだような状況になっておりまし

た。

　それと、台帳もそういう形で、また、

公図のほうは実際に今台帳にないような

地番も今、公図に見受けられるというこ

とで、この公図の修正と、あと修正の登

記。合筆等をして新たな、例えば避難所

として残す部分でありますとか保育所の

部分でありますとか、検討した結果、用

途をきっちりと振り分けて、一筆にした

部分をまた分筆をしていかないと、これ

は例えば売却にしましても保育所の用地

として活用するにしましても、定期借地

をするにしましても、全く次に進めない

という、そういう、登記上の部分がござ
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いましたので、正雀保育所が喫緊の課題

ということもありますので、このときに

調査をしてきっちり整理をさせていただ

きたいというふうに考えて計上させてい

ただきました。

　それと今、大橋課長から答弁がありま

した内部統制の関係のことなんですけれ

ども、確かに私も、近ごろ起案書であり

ますとか財務の分の書類を見てますと、

非常に危惧をするんですけれども、これ

につきまして、パソコンに入力をして出

てきたやつをそのまま回してしまうとい

うふうなことがよく見受けられるようで

す。

　この件につきまして、以前に、とある

企業の研修所でちょっと見たことがある

んですけれども、いわゆる理屈がわから

ないと。今後、きっちりとその基礎の理

屈をやっぱり教えていく体制というのを

築いていかなければならないということ

なんですけれども、その研修所には今、

オートメーション、非常に自動化された

機械があるんですけれども、そこで見た

ときに、古い機械で研修をしているとい

うふうなことをおっしゃってまして、何

でそういうことをしているんですかと聞

きますと、理屈を教えてるんですと。い

わゆる、この機械の中で、何がどういう

ふうに物ができていくかということの中

身をここで、自分で手作業でやって教え

ていくんだというふうなことをおっしゃっ

てました。

　非常にその辺に、なるほど、そういう

ふうなところは非常に重要だと思います

ので、今後、もうすぐ第５次の行政改革

実施計画、こちらのほうをご提示させて

いただきたいと思いますけれども、その

中では、人の改革ということを、財政基

盤の構築とともに大きな柱としておりま

すので、このあたりについてはしっかり

と、第５次行革の中で取り組んでいきた

いというふうに考えております。

○野口博委員長　松方課長。

○松方総務課長　三好委員のご質問は２

点ございました。まず、市史につきまし

ては、平成２２年に先人の足跡をいま一

度見直すことによって、ふるさと摂津に

対する意識を新たにしまして、今後の新

しいまちづくりに生かすというところで、

財政の厳しい状況下でありましたけれど

も、市史編さん事業については重要な意

味を持つというところで、当時、２２年

の市長査定のほうで査定を受けまして、

進めていくという向きになりました。

　ご指摘の中の、古代、中世というとこ

ろでございますが、当時、教育委員会の

文化財保護審議会がございまして、当時

の文化財保護審議会の委員のほうからの

ご指摘がございまして、その中で本文中

の中の古代、中世の記述が余りにも少な

いということと、それから、近年の明和

池遺跡、千里丘遺跡発掘調査の成果があ

らわれていないと、反映されていないと

いうご指摘、それから、近世に、委員の

ほうからもご指摘がございましたけれど

も、昭和５２年以降の昭和の部分に関す

る新たな資料、特に当時の市民図書館時

代に郷土資料保存整理室に郷土資料、行

政資料、そのまま保管されているものが

ございましたので、その部分がまだ反映

されていない。特に近現代におきまして

は、民族、寺院、宗教、その記述が少な

いという、テーマが偏っておるというと

ころで、この市史編さんの作業に入った

というところでございます。

　それで、あと、なぜ総務課が所管になっ

ておるのかというところでございますが、

これにつきましては平成２３年３月の定

例会にも委員のほうからご質問をいただ

いておりまして、今申し上げたような、
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市全体としてやっていくことに意義があ

るので、そのまま当時の市民図書館の嘱

託員でありますとか、その当時、資料の

整理等の作業に当たっていただきました

大阪大学の村田先生を継続していただき

まして、総務課での市史編さん委員会に

継続した形で現在、進めておる状況でご

ざいます。

　続きまして、選挙のほうでございます

が、先般、ご指摘ございました前回の市

議会議員選挙で、投票率が４２．６１と、

過去最低というご指摘でございますが、

その分につきまして、我々も真摯に受け

とめまして、総括をしてきたところでご

ざいます。

　前回、台風１８号によります警報、注

意報、そういう警報が出ました関係で、

特に午後以降につきましては、１時から

夜の８時までの投票率が１３ポイントし

かなかったというところで、浮動票も含

めて高齢者の方の有権者の投票行動を妨

げたのではないかというところを踏んで

おります。

　ただし、それだけでは限りませんので、

やはり委員おっしゃるような投票率を上

げるためにどういうことに努めていかな

ければならないのかというところも、選

挙管理委員会の中でも議論として上がり

ました。

　やはり投票率、データを見ていきます

と、２０代、３０代、若年者の方の投票

率が非常に悪い。２０％そこそこという

ところでございます。前回の市議会議員

選挙で申し上げますと、２０代の投票率

は２１．９２％、２５歳から２９歳は２

０．６３％、３０歳から３４歳において

も２５．５２と。逆に６０歳以上の方に

ついては５５％、６５歳から６９歳につ

いては６３．９１％、７０歳以上は６２．

７３％と、あの雨の中でもこのように高

齢者の方には来ていただいている状況で

ございます。

　我々もこういう若い方がどうして投票

に来ていただけないのかというところで

常時苦慮しているところでございますが、

やはり若い方、便利に駅近でありますと

か、コンビニとまでは言いませんが、何

かのついでに投票ができるというのがい

いのかなというところがございます。

　今般、このパブリックコメントをやる

に当たりまして、それと並行しまして、

今回、統合を考えております三つの投票

所につきましては、全有権者の方にアン

ケート調査をさせていただきました。そ

の中で、締め切りについては３月２０日、

パブリックコメントと同じ日としており

ますけども、我々も気になりますので、

中間時点でどのような反応があるのかと

いうところを今、調べているところでご

ざいます。

　その中で、アンケートの項目の中に、

投票率向上のためにどのようなことを行

うべきかと、どう思いますかというよう

なアンケート項目も設けております。そ

の中でやはり一番多いのは、政治や選挙

に興味を持たせるような教育に力を入れ

るべきであるというところが全体の３０

％を占めております。やはりこれについ

ては、我々も出前講座のような形で学校

に模擬形式のような投票のシーンを子ど

もに見せて、投票というのはこんなもの

なんだよと、こうやって社会の仕組みは

なっているんだよというようなところも

選管のほうが学校のほうに足を運んで、

そういう場面もつくっていかなければい

けないのかなというふうに考えておりま

す。

　あとは、やはり若い方が来ていただく

投票の機会でございますけども、今回、

期日前投票について言及しておりまして、
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摂津市駅の前にコミプラがございますの

で、通勤もしくは通学の帰りにでも投票

していただけるような形で今、準備を検

討しておるところでございます。

　また、当日の投票につきましては、投

票自体がなかなか周知されておらないと

いうところもございますので、前回、前々

回につきましては、阪急バス、近鉄バス

のご協力をいただきまして、フロントマ

スクでありますとかマグネットとかやっ

ておるんですけども、さらに市内の医療

機関、それからコンビニ、そういうとこ

ろにも三角柱ＰＯＰを置かせていただい

て進めておるところでございますが、今

後ともそういう何かもう少し突っ込んだ

啓発ができないのか、検討しながらやっ

てまいりたいと思っております。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後２時３２分　休憩）

（午後３時　６分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　三好委員。

○三好義治委員　それでは、２回目の質

問をさせていただきます。

　市町村なんでもランキングでちょっと

気になる点を抜粋させていただいたとこ

ろなんですが、やはり経常収支比率が、

それこそ平成２４年から２５年にまたがっ

てくるということに鑑みまして、平成２

４年度の決算から見てでも、歳入面で個

人市民税が若干回復傾向にあるという評

価もされております。

　市全体ではいろんなことに基づいては

減少傾向であり、基本的には安定的な固

定資産が２５年度、２６年度比較すると

３，０００万円下がってくるという部分

で、本当にその本会議で議員のほうは経

常収支比率が１００を超えるという危機

感を持ちながら、財政は大丈夫ですかと

いう話もしてるんですが、今一方、財政

課長も非常に危機感も感じとられるんで

すけど、２４年末を見ますと、公共下水

道の市債が３９９億６，５００万円まで

減らしていきたいという評価はできます

けど、市債全体の６１％がいまだにある

ということの中で、いまだにやっぱり借

金行政ということはぬぐい切れないとい

うふうに思うんですね。

　その中で、先ほども話しましたように、

歳入の部分で行けば、法人市民税、これ

は他市と比較して、他市の民間企業が頑

張って、事例で行けば池田市ですよね。

池田市が摂津市を上回って、市民一人当

たりだけを見ますと、摂津市の法人市民

税は第２位まで落ちました。一方では、

先ほど言いましたように、借金が多いの

で公債費、繰出金が大阪府下、田尻町の

次に摂津市、いわゆる今日まで持っておっ

たというのが、たばこ税で今日まで運営

されてきたと。

　平成２６年度についてはそういった見

込みもない中で、財政課として今後どう

いうふうな運営をなされていくのかとい

う部分を、第５次行革を推進するという

話も聞いておりますが、そこのメーンに

なるところは何をもってやっていこうと

なされているのかをお聞かせいただけま

すか。

　それと、地方交付税と自主財源のこと

なんですけど、これも私も議員になって

いろいろ研究もしながらやってる部分が

あるんですけど、やっぱり自主財源比率

が大阪府下２位で、地方交付税が大阪府

下、下から２位なんですね。このバラン

スから考えるに、例えば近隣の守口市、

自主財源が上位１２位で、それから、地

方交付税は２９番目。門真市においては

自主財源１９番目で地方交付税１９番目。

こういった、均等にいただけるような行

政を見ますと、もうちょっと工夫すれば
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そういった部分が増えてくるんではない

かなというふうに感じとるわけですね。

　先ほど、普通建設事業費で単独事業費

が非常に多いと、補助金を賄う部分につ

いては大阪府の中位クラスやと。だから、

そういった部分では予算を考えるときに

その財源の関係をどういうふうに見られ

てるのかという部分を、改めてお聞かせ

いただきたいと思いますし、全体の予算

というか、今の財政状況について、改め

てお聞かせいただけますかね。

　その中で、先ほども言いましたその固

定資産税がここ数年間、毎年固定資産税

が下がってきていることが非常に気にな

ります。法人市民税については景気の変

動もある中で、上がり下がりが行政で努

力してでもなかなかできない部分もあり

ますが、ただ、中小企業支援策について

は、私も産業分析をしながら、ものづく

り産業を育成し、コラボの中で何とか活

性化を図ったらいいじゃないかというこ

とは、別の分野では話しておりますが、

ここは総務常任委員会ですから、商工農

政については置いておきますけど、固定

資産税で、いわゆる今回でも、南千里丘

開発で平成２６年度からタワーマンショ

ンもどんどん入居もしていきます。ここ

での固定資産税の伸びがどれぐらい見ら

れているのかという部分と、もともとダ

イヘンがありまして、ここでやはり固定

資産税もいただいておった経緯から、そ

の差額からいったらやっぱり伸びてるの

かどうか、それから、市民税の伸びをど

の程度まで見られているのかという点に

ついてもお聞かせいただけますか。

　それと、臨時給付金の部分で、政策推

進課という部分についてはどこの所管に

も属さない部分やから政策推進課に持っ

ていってるのかなと。僕が常に言うとる

のは、人事課、政策推進課、財政課、三

位一体の中で企画部門という位置づけを

従来からさせていただいてるんですよね。

その中で、事業を持つということについ

てはいかがなものかなというふうに思っ

ておりまして。

　本来、今の行政の機構の中で行けば、

どこにも所属しない部分については総務

課が持つべきだというふうに思ってるん

やけども、何でそれを政策推進課が持っ

てるのと。特にこれはプロジェクトとし

て単年度で上げる部分であって、それの

事由が発生するのが６月、７月ぐらいで

すよね。こんな、ずるずるするものでは

ないから。そのために第６号補正で２月

に補正を上げて、事務関係も整理をした

中で、これから事業執行していくように

４月から始まるのですけど、なぜ政策推

進課なのかという部分が、後々、選管の

部分にも絡んできますけども、本来、我々

が今日まで聞いておったのは、どこにも

所属しない全体的なことを行政で事業分

野でやっていくのは総務課ということで

話も伺っておりました。

　その位置づけというか、何でそういっ

た政策推進課が、企画部門であるところ

が、その事業部門を抱えてやっていくの

か。過去にもそういったことがあるといっ

たらそれで話は終わりですけど、本来の

あるべき姿というのはそういったところ

ではないのかなと。

　これについて、もうちょっと明確にし

ていただきたいのと、それと、せっかく

こういう業務が国から補助金１０分の１

０をいただいてやれる中で、将来、摂津

市の所得制限やらということでリンクが

できるようなシステム開発ができないか

という機能を備えて、これが終われば

「はい、それまでよ」というようなシス

テム開発ならば、非常に僕はもったいな

いなというように思うんですね。相当の

－47－



件数をそこで保管するから、そのために

もやっぱり政策推進課で持つよりも事業

部門で持っていただいて、今、総務常任

委員会やから僕が今総務課と言うてるだ

けですよ。本来は保健福祉部のどこかに

プロジェクトを設けてもいいし。事業部

門ですから。企画部門が予算を持つより

も、事業部門でそこをやっていただきな

がらやるというのが、副市長、本来の筋

やと思うんですけどね。これについて、

お答えいただけますか。

　それと、特殊勤務手当につきましては

わかりました。

　それと、人事の関連で、人材育成で、

具体的なことを言うたから、それに対す

る答えだけやったんですけどもね。今の

平均年齢は四十何歳という、市の職員の

今の体制で、それから３０代、４０代が

今、非常に少ないような、今、空洞化現

象になってますね。これはどこともそう

いうふうになっているかもわかりません

けども、だから、技能の伝承という部分

が私は非常にこれから力を入れていかな

ければならないやろうと思っているんで

す。

　先ほど、三つの事例を出しましたけど、

携帯電話にナビゲーターに、もう一つは

パソコンで、漢字を忘れるとか地図を忘

れるとか番号を忘れる。やっぱり基礎的

なことというのは、熱いうちに打てとい

うことの中で、僕はもうちょっと、以前

から言うてるように、新入職員時代のと

きに、どことも人手が足らんから欲しい

かもわかりませんが、そのときにやはり、

基礎的な知識教育というのは絶対に必要

だなというふうに思うんですよね。現場

を見に行くのもいいし、今の研修のあり

方を含めて、もう一度見直したらどうか

なと。

　今も実態として新入職員研修は今、何

日ぐらいやられてますか。以前も、来た

ら即戦力やいうことの中でやられてます

けど、消防だけなんですよね。人が採用

する場合は、まず消防学校へ行かすため

に、早めにその期間をいただいて、４月

登用したら即戦力になるようにさせてい

ただきたいというて、仕組みづくりをやっ

たのは。

　そのかわり、市の職員の体制は、私も

もう２５年間、これ言いっ放しで言うて

きてるけども、なかなかその体制が変わ

らない、それで、横串で、それぞれ誰が

休んでるか、どこに出張へ行ってるかわ

からないから、朝の朝礼を持っていただ

いて、課の共有化を図ってくださいとい

うことで、ようやく朝礼は浸透してきて、

それぞれ日常の業務がその課の中で共有

化できるようになってきた。さらにもう

一歩進んでいく中で、そういう新入職員

教育、または主任教育とか、セクション

の中で基礎的なことを、技能の伝承とい

うことをテーマに考えられたらどうです

か。

　この点について、僕も久々にこういう

人事について質問させていただきますけ

ども、そういったことを含めて、改めて

人事の考え方についてお聞かせいただき

たいと。今、何が足らないんですかとい

うことも含めてね。教育、教育と言うて

るけども。

　もっと進めば、今度はグローバル研修

も、グローバルの対応もやっぱり行政と

してもやっていかなければならない時代

がもう間近に来ると思いますので、そう

いったことも含めて、どういった人材育

成プログラムを持っているのか、教えて

ください。

　それと、退職金については、先ほど水

谷委員が地域手当６％の話もされており

ましたけど、退職金に算出根拠となる給
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料が、もちろん、手当関係は全然含まな

いその給料なんですけど、それが月数を

掛けて退職金に、総額に算式で出てきま

すけど、一方ではラスパイレスを気にせ

なあかんのですよね。これを抑えていく

とおのずと退職金というのは減ってくる

んですよね、他市と比較すると。

　だから、人事戦略として、その辺をど

ういうふうにとらまえてやっていこうと

なされているのか。確かに大阪市やら堺

市の政令市は除いて、４１市町村、大阪

府下になりますけども、給料が半分ぐら

いになれば、おのずと退職金も平均半分

ぐらいという算出根拠しかならないんで

すよ。ラスパイレスばかり考えるとね。

　何が今度、一方では要因としてなって

るかというのは、国基準の初任給よりも

摂津市の採用したときの初任給は高卒、

大卒とも２万円から３万円高いんですよ

ね、ここらはね。採用のためにやはり初

任給を上げとかなければならないという

こともありますけど、ひょっとしたらい

つも言う給与体系の中での給与カーブが

いまだに年功序列の中でそこに作用して

いる部分の中で、本当に評価制度がそこ

に充当できるのかという部分が気になる

んです。

　その中で、来年の１月から職能給制度

を導入していきたいという、さっきのご

答弁もありました。じゃあ、職能給制度

をどの部分に入れていくんですか。退職

金に反映できるところの本給に入れるん

ですか。それとも勤勉手当に入れるんで

すか。そういったところを今、気になっ

て質問させていただいているんですけど

ね。

　やはり、市の職員も含めて、子育て期

間中には、やはり費用も結構要ります。

３０代から４０代ぐらいまでが。そういっ

たところにやっぱりカーブ補正もしなけ

ればならないと思うんですよね、給与体

系の中で。

　こういったことも含めながら、人事戦

略としてどの程度まで考えられているの

か、お聞かせいただきたいと思います。

　それから、市史編さん事業についてで

すが、今、説明を伺ってもどうも理解で

きませんね。なぜ教育委員会でなくて摂

津市全体のことを考えたいと言いますけ

ども、もともとスタートが教育委員会で

やられて、その中で摂津市全体でやりた

いということの中で、これも総務課が受

けて、総務課もちょっと意外だというふ

うに思いますけども、なぜ今総務なんで

すかということと、やっぱり昭和５０年

来から今後摂津市５０周年に向けてつくっ

ていくんやったら、近代史を急ピッチで

つくるべきではないかなというふうに思っ

ております。前回いただいた昭和２８年

の水害の分は別冊でしたよ。いるんやっ

たらちょっと別冊ででもいいから、古代

史の中で明和池遺跡なんかでも別冊でや

られたらどうかなと、古代史を見とって

ても、２０００年前のやつからスタート

してるんですよね。２０００年前のやつ

からスタートして、そこをもう一回ひも

といて、それから古代史から中生代とか

いろいろ調べていってでも、そこでいう

たら文献がころころ変わってくる可能性

大ですよね。

　それよりもやっぱり今やらなければな

らないのは、後世に歴史を残すための近

代史をもっと早めにつくるべきだなと。

それもこれは１，４００万円、トータル

３億円。もう一回松方課長、トータル金

額も教えていただけますか。私はこれを

完全否定するわけではないんですが、必

要なところは必要な部分を改正しながら、

この予算をもっと日の当たるところに使っ

たらどうかという考えを持ってるんです
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よ。

　だから昭和５０年から今日までのやつ

をもう一回見直すとか、近代的な明治か

らのやつを変えるとか見直すとか、そう

いったところまで、そういう見直しの仕

方ができないんかなと、明和池は大事な

ものかもわかりませんけど、別冊でもえ

えん違いますか。もっとこれから吹田操

車場で掘削をやり、調査を発掘をやって

いったら、また新たなやつが出てくるか

もわかりません。そういったものはもう

別冊で行かれたらどうかなというふうに

思うんですよね。この市史編さんについ

てはもう一度お答えいただけますか。私

も市民図書館の２階にも２回行ってきま

した。状況も見させていただいて、どう

いう業務内容かという話もちょっと聞か

せていただきました。あのスペースの中

でそういう作業をやっていて、大学の先

生に摂津市の古民家とか古いお宅のとこ

ろに行って、何か古代史みたいな古い資

料があるから言うて取りに行ってるのが

今のアルバイトの人たちが取りに行って、

それを先生のほうにコピーして渡してい

ると、こういう実態で、全体的な掌握は

大学の先生であって、なかなか事務内容

もわからないんですよね。

　この市史編さん委員会いうのは、先ほ

どもだれだれ言うけど、実際に市史編さ

ん委員会というのは運用されてるんです

か。月にどれくらいで、どういう方々が

やられてるのか、もう一度改めてお聞か

せいただけますか。私はこれにはちょっ

とこだわり持ってるんです。もうちょっ

と違うところに予算を使ったほうがええ

ん違うかなと、ねえ、副市長。

　それから集会所ですけども、先ほども

うこれも、西川課長もうちょっと詳しく

今の現状から、私が披瀝するまでもなし

に、昭和５５年以前のやつで建物が１９

か所あって、木造住宅で実際に耐震診断

をしなければならない建物は具体的に何

か所あるんですか。

　さらに万が一そこに集まったときに事

故が起きたときに、昔の福祉会館思い出

しますけど、行政として市民に対しては

木造住宅の、昭和５５年以前については

耐震診断も行います。さらに耐震補強を

やるためには補助金も出しますという発

信をしてるんですよね。公共施設で集会

所について、そういったことをおざなり

にしながら、そこを目をつぶって使って

いただいているというのが実態ではない

んですか。だからその感覚がどうかとい

う部分をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　確かに手狭なところも確かにあります。

しかしながら、昭和４４年から建設され

てる昭和４０年代の分が１０か所、１か

所については、それこそ１００年前の第

６集会所、これは文化財の指定をしてお

りますけど、これも実際に中に入ったら

わかるように、非常に継ぎ足し継ぎ足し

ての建物になってるのも実態ですよ。だ

からこういったところをどう認識されて、

ファシリティマネジメントどころではな

いと思うんですよ、現状使っているのが

ね。これについてもお聞かせいただきた

いと思います。防災の観点でも見とって

ほしいんですね。

　さっき言い忘れとったようですけど、

復興支援のため、釜石市に行かれてる方、

半年契約の半年で、この３月末で本来期

限が切れるんやけど、それ以降はどうさ

れようとされてるのか。

　もう一つは先ほど聞いてたら、２週間

に１回、メールぐらいの報告、レポート

ですかね、やりとりをやってる言うけど、

もともと送り出すときに何か月に一回か

は、訪問してケアもやってくるというの
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が我々との合意やったというふうに思う

んですけどもね。それについては、防災

を所管してる総務部が行くか、人事課が

行くかと言うて、そのときも議論させて

いただいて、行ってもらってるんやから、

絶対放ったらかしにするなよという話を

させていただきましたよね。だからその

後の実態は今どないなってますか。先ほ

ど聞き忘れましてね。２週間に１回のメー

ル、メールなんか毎日でもできますよ。

「元気か」とか「何か変わったことない

か」と言うて。もともとそのときの防災

所管の有山総務部長がつくった文書、岩

手県釜石市との相互協定と、もう一つは

送り出すときの条件、ここにも書いてま

すよ。まずは派遣期間６か月、次は延長、

そのときに我々と約束したのは、きっち

りとお見舞いもケアもさせていただくと、

それやったら大丈夫やなということで送

り出したんですよね。多分本人は今元気

でやられてると思いますけども、それが

どういうふうになってるのか、出したら

出しっ放しと違うんですか。お聞かせく

ださい。

　それと、旧味舌と三宅小学校跡地の関

係についてなんですが、何で今さらとい

うのがもうひとつほんまにわからないん

ですよね。平成１７年１２月２２日、朝

大雪やったんです。むしろ旗抱えて来ら

れて、傍聴席に三十数名の方が来られて、

それまで私ども何回となしに議会の応接

でその方々といろんな話もさせていただ

いて、最終的には先ほども言いましたよ

うに、教育委員会施設の維持管理並びに

教育施設の費用に対して使わせていただ

くために一部売却を行います。４月から

は通学路の改修をやっていくのに、そう

いったところも一般会計を使っていった

んですよね。なぜ今さらという部分がも

うひとつようわからへんから、もうちょっ

と具体的に説明していただけませんかね。

何で今さら何を調べるんですか。

　それとコミュニティ施設の関係で、私

らはまだ資料をもらってないからようわ

からへんけども、新しい公共施設の建設

スケジュール、以前いただいたときに３

月末で基本設計の策定ができて、３月に

報告会がなされるという話やったんです

よね。じゃあこのタイミングが、我々は

まだ資料もらってないから、いつくれる

のですか。

　それはもう意思確定はどの部分で意思

決定をされてきたんですか。後ほどの条

例も関わってきますけど、審議会とかい

ろんなやつを書いてきてますけど、僕は

総務常任委員協議会のときでもいろいろ

話させていただいたように、相当な意見

が出てきてるんですよね。相当な意見が

出てきて、それを最終的に集約をやって、

皆さん方に納得はしていただけないけど、

理解はしていただきながら、基本設計が

こうなって、実施設計にもっていきます

という、そこのワークショップのメンバー

にそこまで抑えができてるのかと言うて、

もちろん我々議会もそこの抑えというの

は気になってるから、まだ報告書も見て

ないし、そこの集約がどうなってるのか

見ていない。

　やっぱり気になるのが、当初に言うて

た部分でいけば、平成２６年度には用地

売却も見据えた中で取り組むという話やっ

たのに、さっきの報告やったら平成２６

年度の土地売却については予算計上もせ

ずに据え置いてると。これは今度議会と

の信頼関係はどうなるんですか、我々に

対する説明責任は。きょう初めて聞きま

した、私、その分は。財源確保のために

いろんなところの公有地を売却しなけれ

ばならないという部分もはっきり出てお

ります。
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　その中で議会に対するタイムリーな報

告というのが必要ではないんかなという

ふうに思いますよね。こういう報告書が、

プログラムが変更されてるのであれば変

更されてる、いつ出すんやったら出すと

かいうことも踏まえながら、きょうは予

算審査の委員会なんですよね。これはきっ

ちり答えていただきたいと思います。別

府のほうで、今回一方では保育所の建て

替えで土地を貸すような予算もことし出

てますよね。そのために土地売却が遅れ

るのですか。それは影響ないんですか、

ここの確認も含めてね。このスケジュー

ルというのは市民にも約束したスケジュー

ルなんですよね。我々議会もこれで同意

したから進めているのに、それでいって

まとまったやつが議会に全く報告がない。

きっちりお答えいただきたいと思います。

　それから、選挙管理委員会でるる説明

もありました。確かに昨年の９月の選挙

は集中豪雨の関係で投票率が下がったと

いうのが、多分一番大きな要因だという

ふうに思いますが、ただそれ以前に、参

議院選挙、府議会議員選挙等々、大阪府

下統一で行われる選挙に対してでも摂津

市は投票率が非常に低いんですよね。年

齢別な問題では一方ではないというふう

に思ってるんです。それはやっぱり意識

の問題も含めて、それから投票所の配置

の問題も含め、期日前投票の対応も含め

て、総合的に判断していって、何をなさ

なければならないかということを真剣に

考えなあかんと思うんですよね。まず先

ほど言いました、期日前投票について、

摂津市駅前でコミプラで、まず期日前投

票１か所増やす。それは現在市役所にも

あります。じゃあ安威川以南はどうされ

てるんですかと、この間もはっきりと私

も言いましたけども、安威川以南もやっ

ぱり考えるべきだと。

　それから投票所の部分についてでも、

パブリックコメントをしていくという話

ですけど、別府のコミュニティセンター

が今の計画でいくと、平成２７年度には

完成なんですよね。今の対応というたら

あいあいホールから味生体育館に今回は

移動するような動きなんですが、その間

は府議会議員選挙一回だけなんですよね。

府議会議員選挙一回だけ終わって、また

２年後に投票所の移動をまたやるのかと。

全体的な計画を本当に、選挙管理委員会

の中で摂津市全体のことを考えて話して

くれてるのか、すごく疑問なんですよね。

もう一回投票所をなぜ変えなければなら

ないかという基本的考え方をお聞かせい

ただきたいのと、期日前投票の会場をも

うちょっと増やせないのか。

　それから学校に対して要請をするとい

うよりも、もともと学校の社会科の中で

選挙関係の話も学校で勉強もしてると思

いますけど、やはり子どもを使うという

のは、未成年に対してはあんまりいいこ

とではないかもわかりませんが、常にやっ

ぱり啓発とか学校教育の中でどう指導し

ていくかというやつもやっていくべきだ

というふうに思います。これについては

教育委員会ともうちょっと協力しながら

検討もしていっていただいたらいいとい

うふうに思っております。未成年を使う

というのはあんまりええことと違うんで、

ただ学校の教育課程の中でどういうふう

に教えていくかということをしていただ

けますか。

　それともう一点、議案第１０号の７号

補正で、緊急雇用創出基金事業補助金は

１０分の１０で事業はやられてきて、１

０分の１０やから、予算を組んでて結局

不用額になりましたよが多分回答なんで

すけど、僕はこういったことこそ絶好の

チャンスやと思いながら、１０分の１０
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があるんやったら、プラス摂津市独自で

事業をそこに加算させてでもやっとった

らよかったん違うかなと思いながら、別

に１０分の１０でなしに、２０分の１０

なっても雇用促進につながるんやったら、

そういった事業展開がこの予算でやった

らできなかったんですか。

　これは一方で財政運営なんですけども、

どうも国、府がやろうとしてる部分で予

算を返すというのは、余りにももったい

ないなと思いながら、これやったら週３

日、４日来ていただくんやったら、２人

は雇用できるような金額なんですよね。

だからその点についてでもお聞かせいた

だきたいと思います。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　三好委員の２回目の

ご質問にお答えします。

　まず、平成２６年度以降の財政運営を

どうやっていくんかというご質問なんで

すが、先ほども私答弁させていただきま

して、摂津市の強みは市税収入にある。

特に固定資産税であるとか法人関係税で

ございます。この市税のパイが昨今縮ん

でおると。さらに今年度の税制改正で摂

津市の強みである法人税割、これの税率

が１４．７から１２．１パーセントにな

ると。これは直ちにこの２６年度には影

響しませんが、２７年度以降に影響して

くる。

　それと同時に固定資産税のうち償却資

産、この議論もまだ国のほうで検討とい

う形になっておりまして、今の政権のス

タンスを見ますと、割と財界寄りのスタ

ンスを取られてるんで、この議論の行方

も注目しなければならないと思います。

そんな中で今後どうやって財政運営して

いくんかというお話なんですが、さきの

答弁にもございましたが、過去の財政危

機、平成１７年に迎えたのは過去からの

市民サービスを充実させるために、財源

をどこに求めたか、地方債でございます。

地方債残高が１，０００億円近くになっ

たということで、１７年度の財政危機を

迎えたということで、１７年以降はいか

に地方債をコントロールしていくかとい

う議論がありました。

　財政健全化計画あるいは第４次行財政

改革の中で、一定市債のキャップをはめ

て運営していくという結果、この２４年

度末にはピーク時の６５パーセント程度

には残高が縮小できたということでござ

いまして、今後のお話なんですが、当然

市民サービスを財政が税がかなり減少し

たからって、歳出をいきなり削減するわ

けにはいきません。

　そうなりますと、今までの考え方、地

方債、過度に頼った地方債はまずいと思

いますが、現在私ども分析しております

が、普通会計、一般会計ベースになるん

ですが、いわゆる財政の実力は財政規模っ

ていうのがございまして、摂津市は１８

０億程円度でございますが、これに対し

て地方債の残高どれぐらいの割合がある

のかということで、２４年度で見ますと、

摂津市は１．３４倍でございます。

　府内の都市平均が１．４７倍でござい

ますので、一定普通会計ベースの残高に

おいては府内平均を下回っておるのでは

ないかというふうに考えておりまして、

それでシミュレーション等をしておりま

すが、４次行革でキャップを１５億、こ

れは建設事業に対して１５億というふう

にキャップをはめておるんですが、仮に

１５億っていうキャップを続けますと、

残高は一般会計では標準財政規模の１８

０億に限りなく近づいてまいります。１

８０億ぐらいでずっと並行していけると。

２０億というキャップをはめますと、大

体今の現状の残高、２２０から３０、４
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０この辺にすり寄っていく。２５億では

どうなるかと言いますと、大体３００億

を下回る残高のところに張り付いている

と。今までの考え方としては、１５億と

いう一番理想的な考え方でもって市債を

コントロールしてきましたが、今後場合

によっては市税の動向よっては、十分市

債の活用も考えていかなければ、と言い

ますのも、やはり基金の問題がございま

して、基金の残高、平成１７年財政危機

のとき２５億円そこそこまで減ったと思

うんです。

　現在２４年決算では６３億円を超える

というような残高ございまして、この辺

の基金をいかに減らさずに地方債をコン

トロールしていくかということ、この辺

が今後の財政運営の要であるのかなとい

うふうには考えております。

　あと、地方交付税と一般財源、自主財

源のお話ですが、委員のご指摘は、一般

財源、市税も当然確保しながら地方交付

税、特に普通交付税も取る努力をしなさ

いよというご質問、前からご指摘あるご

質問なんですが、なかなか歳入面で我々

の努力によって増やせる、法人なんかの

場合はもちろん産業振興施策を打ちなが

らというのがあるんですけど、だからそ

れは長い目で見ないといけないというの

があるんですけど、基準財政需要額とい

いまして、国が考える需要をどうやって

積み立てていくんか、その部分は我々い

つも着目しておりまして、例えば地方債

も交付税上算入される地方債と全く算入

されない地方債がございますので、でき

るだけ地方債を選別しながら需要額を積

み立てる。これは不交付の時代もそうい

う目で見て地方債を選別していて需要を

積み立ててた。その結果２４年度は交付

成りになり、臨財債の枠も広がったとい

うこと、一般財源確保できたということ

がございますので、地方交付税の増をい

かに図っていくのか。この辺もしっかり

起債を選別しながらやっていきたいなと

いうふうに考えております。

　あともう一つ、建設事業に対する予算

案の編成において、財源の考え方はいか

にというご質問ございましたが、例えば

２５年度予算になりますが、正雀のまち

づくりのためにどういう予算措置をしま

したかということですが、これは我々と

しましては国費がちょっと読めないとい

うことで、まずそれは債務負担行為とい

う形で組ませていただいて、その債務負

担行為を組むことによって原課は動ける

んですね。動いた結果、国費が取れた、

取れるというある一定の確証が得られれ

ば、補正で計上しますよというやり方を

させていただいたり、そういう形で国費

を是が非でも取った上で事業を進めると

いう手法も予算編成時にやっております

ので、そういう考えで今後も進んでまい

りたいということでございます。

　あと最後に、緊急雇用創出基金事業で

ございます。この件は委員ご指摘のとお

り、もちろん雇用を図るというのは行政

の役割でございます。ただ今回のこの緊

急雇用事業については大阪府に対して、

補助申請書類というのは出しておりまし

て、我々としましては１００事業をやり

ますよということで申請させていただい

て、その結果を追っていくんですね、事

業の経過をきちっと、そういう意味で１

００予算を組んだとしても、直営でした

ら委員おっしゃるように、雇用を２人３

人図ったりというのはできるんですが、

今全部委託に出したりするということは

請負でございますので、１００組んだ、

予算を執行した結果、落札差金が出たり

して減額する、これはやむを得ない事情

というのがございまして、その結果減少
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すると、ただその差金を使ってさらに単

独の事業をやるのかどうかというのは、

これはまた別の議論になりますので、我々

としましては予算を組む立場からしまし

たら、もともと当初の目的どおり効率的

に予算執行できたがゆえにやっぱりそれ

は不用額で出すと。それが特財があろう

がなかろうが、不用額で出すというのが

財政運営の基本やと考えておりますので、

そういう措置をさせていただいたという

ことでよろしくお願いしたいと思います。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　三好委員の２回目

のご質問についてお答えさせていただき

ます。

　集会所の耐震化の考え方についてとい

うことでお答えさせていただきます。５

３か所の集会所のうち、耐震工事、耐震

診断が必要な箇所としましては、１９か

所あるというふうに認識してございます。

この１９か所の中には、二階建てのもの、

それから平屋のものも中には含まれてお

りまして、割合平屋のものにつきまして

は耐震上は強いというふうに思っており

ますが、耐震診断をした結果、耐震工事

が必要になるかどうかというのを判断し

ていくことになると思います。また集会

所という意味では、やはり耐震工事も必

要であると認識してございます。

　ただ防災上の視点から見ますと、我々

防災を推進している立場にいますと、防

災上は集会所は避難所の位置づけはござ

いません。また防災上の耐震工事の公共

施設の優先順位についてお答えさせても

らいますと、避難所となる小中学校であ

るとか、公民館であるとか、防災拠点と

いうふうな優先順位が設けられておりま

して、全ての公共施設については、その

後にという優先順位になってございます。

このような優先順位の中から、耐震化を

進めていくという方針になっております

ので、その中で耐震化工事を議論してい

きたい。

　それから先ほども申しましたようにＦ

Ｍの関係の施設等も含めたあり方から今

度の耐震工事も検討していきたいと思っ

ております。

○野口博委員長　和田課長。

○和田市民税課長　パークタワー南千里

丘につきまして、個人市民税の増収をど

れぐらい見込んでおるのかというお問い

でございます。

　パークタワー南千里丘につきましては、

３年ほど先行しておりますパークシティ

南千里丘の増収分から勘案いたしまして、

平成２７年度分から７，０００万円程度

の増収を見込んでおります。２６年３月

入居ですので、住民税は２７年度から課

税ということになります。

○野口博委員長　中西課長。

○中西固定資産税課長　三好委員の２回

目の質問にご答弁させていただきます。

　南千里丘の開発地域の固定資産税の税

収の動向及び今後の予測という形でお答

えさせていただきます。

　過去に三好委員のおっしゃってました

大手企業があったときの税収、それが平

成１８年当時になるんですけども、その

ときと比べまして、南千里丘の方で現在

の建ってますマンション、パークシティ

でありますとかユニエスだとか、銀行と

かスーパーの店舗の建った状態と比較し

ますと、税収にしますと土地・家屋あわ

せまして、約３，４００万円の増収になっ

ております。その後、次に今現在建設さ

れましたタワーマンション、こちらの方

が本年の１月完成ということですので、

平成２７年からの課税ということになる

んですけども、その段階で２７年ご存じ

のとおり評価替えの年でもありますんで、
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家屋につきましては経年減価ということ

で、先に建ちましたパークシティマンショ

ンでありますとか、ユニエスは経年減価

等によりまして一部減価されますんで、

その減価幅が約８００万円程度と見てお

ります。新たに建ちますタワーマンショ

ンの税収としまして、約４，０００万円

の税収を見込んでおりまして、ただタワー

マンションが建ちますと、土地が今現在

非住宅用地という形で課税している部分

が住宅用地に変わりますんで、土地の税

収が約１，０００万円ダウンするという

ことになります。それをトータルします

とタワーマンション建った２７年度の段

階で約２，２００万円程度の増収になる

という形で見ております。

　その後、先に建ちましたパークシティ

そしてユニエス、この二つのマンション

の新築軽減措置というのが当初５年間し

ておりますんで、それが平成２９年に切

れますので、２９年の段階で家屋の税収

がさらに３，２００万円ほど増収になる

という形で見込んでおります。

○野口博委員長　松方課長。

○松方総務課長　まず市史のほうでござ

いますが、先ほど古代史については２０

００年前の話というようなことがござい

まして、先ほどのご答弁させていただい

た中でも、明和池というようなことを申

し上げさせていただきました。

　おっしゃっていただきました吹田操車

場の件も、摂津市と吹田市にまたがると

いう跡地につきましては、今も両方のと

ころから遺跡が出ておるという状況でご

ざいまして、特に明和池、ちょっと突っ

込んだお話になりますが、明和池の遺跡

につきましては弥生から近世の生活の痕

跡が出ておると、特にここ数年におきま

しては古墳時代の土器、井戸、溝の跡で

ありますとか、弥生時代の竪穴式の建物、

堀立の柱でありますとかいう跡が出てる

というところがございます。それとあわ

せまして摂津市の特徴としまして、なか

なか水との戦いというのが過去の歴史か

らございます。過去にさかのぼりますと、

摂津国という時代から淀川を挟みまして、

京都と大阪の交通の要衝というところで、

淀川と安威川に挟まれまして、水害が何

度か起こされたという状況がございまし

て、太平記の中にも摂津国の被害の状況

であるとかいうところが出ておる状況で

ございまして、そういうところも踏まえ

まして、古代というところも新たな史実

が出てきた分について書き足していくと

いうような形をしている状況でございま

す。

　それと、昨年史料集として台風の関係

を出したということでご指摘いただきま

したけども、そういう形で毎回史料集と

して出せばいいのではないかというご指

摘でございますが、史料につきましては、

その都度その都度出てきた史料をできる

だけ写真も含めて詳細にカラーのものも

ございますので、形として残していきた

い。平成２５年度から５年間、毎年１年

ずつ、そのときそのときに出てきた史料

を、そういうダイジェスト版の史料をつ

くりまして、それを種本としまして、最

終発行します市史に反映していく、そう

いうような編集方針を立てておる状況で

ございます。

　それから編さん委員会についてでござ

いますが、編さん委員会につきましては、

規則を設けておりまして、摂津市市史編

さん委員会規則という形で編さん委員を

８人以内というところにしております。

実際には大学の先生方が６名、それから

嘱託が２名というところで、市関係者と

しましては、総務部長と生涯学習部長が

委員に入っておるという状況でございま
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す。

　各先生方につきましても、近世史、近

代史、古代史、中世史、近現代と時代に

配分を分けて、専門の先生に入っていた

だいている状況でございます。委員会に

つきましては、毎年年４回やっておりま

す。４月、７月、１０月、１月という形

です。

　中身につきましては、嘱託員が、実際

におっしゃっていただいたような史料の

収集を行い、集めてきましたものを、保

存状態も悪うございますので、デジタル

カメラに収めましてデータベース化する

ような作業をした上で、毎回委員会の中

で編集の方針でありますとか、委員会で

足りない分については図書館の市史編さ

ん室に委員の先生方が出向きまして、直

接編集の指導をしていただいてる、そう

いう状況でございます。

　次に選挙のほうでございますが、おっ

しゃいましたような、府議、市長、知事

選挙と投票率が低いのではないかと、そ

れから期日前投票で安威川以南に設ける

のはどうなのかというようなご質問ござ

いました。今般アンケート調査まだ最終

ではないんですが、期日前投票について

も触れてお聞きしてるところがございま

す。やはりその中の結果につきましては、

やはり重く受けとめて、その結果は選挙

管理委員会に提示し、委員に見ていただ

き、その結果、例えば新鳥飼公民館につ

いては期日前投票をできるシステムは環

境は整っておりますので、やることにつ

いては可能かと考えております。

　それから今回の投票所の統合案につい

ても選挙管理委員会の考え方でございま

すが、まず再編につきましては、他市の

状況はどうなのかというところをまず調

べました。北摂七市の投票所の数、それ

から有権者数、１投票所当たりの有権者

の数、それから市域面積、１投票所当た

りの面積、それからその投票所から最遠

距離ですね、投票に来ていただく有権者

の方が一番遠いのはどれぐらいの距離が

あるのかというところと、北摂とあわせ

て他市の場合については、同じぐらいの

有権者をもっておる市についてはどうな

のかというところで調べた状況でござい

ます。その中で本市の場合は、北摂七市

の中で１投票所当たりが、面積が６００

平方メートルでございます。これ北摂の

中でどうなのかというと、一番少ないの

が豊中市で５５０平方メートルでござい

ます。一番大きいところは高槻市の１，

６００平方キロメートルというところで

ございまして、あと１投票所当たりの有

権者の数がどうなのかというところで、

北摂の中では豊中市が４，８７７人、摂

津市の場合は２，７２４人という状況で

ございます。

　それから、最遠距離でございますが、

一番遠いところでございますが、摂津市

の場合は１，２４０メートルと。一番遠

いところは高槻市の２，７７０メートル

と。高槻市、茨木市につきましてはご承

知のとおり、山間地がございますが、こ

の分については山間地を除いた数字で茨

木市、高槻市から実測でデータをいただ

いております。それと同じほどの有権者

の数で参考にした市につきましては、藤

井寺市、交野市、泉大津市、このあたり

の有権者数が、藤井寺市が５万３，００

０人、交野市が６万２，０００人、泉大

津市が６万人という数字でございました。

　藤井寺市については投票所数は１７か

所、交野市は２０か所、泉大津市も２０

か所というところで、あとはやはり投票

所の数というよりも、その一つの投票所

が持つ有権者の数でありますとか、やは

り一番遠いところがどうなるのかという
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ところが、やはり一番の議論というとこ

ろになりまして、藤井寺、交野、泉大津

については最遠距離は１．７キロメート

ルというところで、本市はまだ１．７ま

ではたどり着いておりませんので、１．

２というのは妥当な範囲であるのかなと

思っております。

　それから、大体この１．２キロメート

ルが大体どれぐらいの時間で投票所まで

たどり着くのかというところでございま

すが、私と選挙管理委員長と今回投票統

合を考えておる第４集会所、３７集会所、

あいあいホールにつきましては、実測で

歩いてみました。１２月１６日だったと

思いますが、雨が若干降っておりました

が、その中で３７集会所については１１

分、それから第４集会所についても１０

分で歩けるというところで、これであれ

ば、ご負担と言いますか、我慢していた

だける距離ではないかなということでご

ざいます。

　それから距離もさることながら、その

投票所の環境がございます。やはり投票

所の面積もいろいろ見ている中で、毎回

選挙をする中でそこの管理者から聞くの

は、やはり立会人と記載台が近過ぎて見

られてるような気がするとか、それから

やっぱり地元で行くと地元の人が立会人

に座ってるので、ちょっと顔が指すとか

いうようなご意見もいただいております。

　今般じゃあそれが一人二人であれば抽

象的な数字になってしまいますので、そ

ういうことも含めて、実際にその三つの

投票区の有権者の方全員にアンケートを

して、その結果を踏まえて選挙管理委員

会の中で検討していきたいと思っており

ます。

　それから学校教育の関係でございます

けども、啓発の関係でございますが、先

ほど出前講座等で周知を図っていきたい

と申し上げました。今は選挙の啓発のポ

スターを夏休みの宿題のような形で学校

にはお願いはしております。前年と前々

年と集まりました枚数については、十五、

六枚というとこでございまして、全域の

小学校にまで広まってるというところで

はございませんので、これも含めて、そ

ういう教育の一貫の中でやっていただけ

ないかなというところも踏まえて検討し

てまいりたいと思います。

　それから、コミプラの別府の件でござ

いますが、委員ご指摘いただきましたよ

うに、あと２年もすればコミプラが別府

の部分ができるのではないかということ

でございますが、あいあいホールにつき

ましては、近隣の味生体育館が統合先と

なっておるんですけども、従前から近い

と至近であると、１００メーター以内で

あるというところで、今回統合の中に上

げさせていただいた状況でございます。

　ですが、委員ご指摘の内容につきまし

ても、選挙管理委員会のほうで上げさせ

ていただいて、判断をしていただきたい

と考えております。

○野口博委員長　山口次長。

○山口市長公室次長　それではまず鯵生

野団地のほうの公共施設の関係のことに

ついて申し上げます。

　こちらにつきましては平成２４年度か

ら政策推進課のほうで市民活動支援課か

ら引き継いで担当させていただくことに

なりました。

　まず土地の問題でございますけれども、

基本的な考え方としまして、本市におい

て新しい施設をつくるというときについ

ては、そこに基本は市有地、新たに土地

を取得してつくるということではなくし

て、現有地をベースとしてそこにつくる

と、そのときにはやはりその土地の一部

売却をして、財源をつくってそれを建設
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費用に充てるという、これが基本でござ

います。平成２４年度には実際には当初

予算に鯵生野団地の売却、約１，６００

平米ほどですかね、半分ほど売る予算を

入れておりました。

　ただまだ新たな施設の規模であります

とか、この辺が全く図面に落としてない

状態でしたので、これにつきましては２

４年度中の売却についてはちょっと待っ

ていただきたいと、２４年度から２５年

度、実際にスケールを読んで図面の中に、

施設規模、ワークショップをしながら落

としていきたいということで、これは政

策サイドのほうから財政のほうに対して

お願いをしまして、２４年度の売却につ

いては控えていただきたい。

　平成２５年度につきましても、基本構

想を今まとめておるとこなんですけども、

こちらの方で最終の案が確定するまで２

５年度につきましても、ちょっと売却は

抑えていただきたいということで、今回

補正でその分を落としていただいたと。

土地売却をしないということではござい

ません。これは土地の売却につきまして

は、鯵生野団地の跡地、これはちびっこ

広場込みで３，２００平米あったと思う

んですけれども、今のところ、そちらに

ついては南側１，２００平米程度、これ

については売却用地として分筆をし直す

予定にしております。それから２６年度

ですけれども、２６年度につきましては、

まだ実施設計ということになりますので、

２７年度工事と、先ほど話出ましたけれ

ども保育所の建替えに伴いまして、これ

は南別府のほうにある保育所ですけれど

も、一定２６年度中は保育所の建替え用

地でお貸しをすると。

　２７年度につきましては、まだ工事が

この年度に入りますので、一定鯵生野団

地跡地と言いますのは、非常に道が狭小

ですので、工事用の車両の搬入路として

一部南側を使うほうがよいのではないか

というふうなことで、今そのあたりを検

討しておるところでございまして、土地

売却についてはその分１，２００平米に

ついては売却をして財源に充てていきた

いというふうに考えております。それか

らワークショップで抑えができているの

かというふうなお問いがございましたけ

れども、私どもワークショップを始める

に当たっても、実際に開催する中でも申

し上げてきましたのは、ワークショップ

と言いますのは、政策立案でありますと

か、企画に対する市民参画の一つの手法

として、今回活用させていただきました。

　その中でもちろんいろんな方のいろん

な意見、ご議論していただいた分をきっ

ちりと最大公約数を捉えて、施設に反映

していきたいとは思っておりますけれど

も、そこが全てを決める場ではありませ

ん。このことについてはワークショップ

でも申しております。かといってそこで

のご意見を全然無視することではなくて、

最大公約数をもって、我々行政のほうで

今回パブリックコメントもさせていただ

きますので、その結果を踏まえて、また

議会の皆様方のご意見も聞きながら最終

的な案を、実施設計のほうで反映させて

いきたいというふうに思っております。

　それから議会にこれは１２月に協議会

を持たせていただいて、今までの経過を

報告させていただいたということがござ

います。今後このまとめができたときに、

どんな形で議会のほうにお示しをしたら

いいのかと言うことについては、もう一

度検討させていただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。

　続きまして給付金のことなんですけれ

ども、前回がそうだから今回もというこ

とになると、もう何も言うことがないと
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いうことなんですけれども、まず一定、

前回の定額給付金のとき、これは条件は

ほとんど全市民にというふうなことであっ

たんですけれども、やはり前回のノウハ

ウはやっぱりまだ政策推進課にあるのか

なというふうには思います。それと平成

１１年、１２年でしたか、地域振興券、

これは一人頭子ども２万円だったと思う

んですけれども、これを振興券を配った

ときにミスがあったというふうなことが

ありました。

　これは何も原課でやったからミスが出

たということではないと思うんですけれ

ども、我々そのあたりのミスの原因であ

るとか、このあたりも定額給付金時も、

それから今回を通して、政策推進課のほ

うでもきっちり把握をしておりますので、

そんなことも含めてきっちりとミスが起

こらないように職務に専念できるという

ふうなことでプロジェクトチームという

ことを政策推進課のほうでつくらせてい

ただいて、今までも南千里丘も含めて、

重大なプロジェクトなんかもやってきま

したけれども、やはりミスをしっかりと

防ぐことによって、防ぐ体制をしっかり

と築くと、そのためにはやはり各課と一

定いろんな関係性を持ってやっておる、

政策推進課にプロジェクトチームを置く

のが一番よいのではないかというふうに

思っております。

　それから、小学校の跡地なんですけれ

ども、これにつきましては、正直申し上

げて、今までにもっとこのあたりについ

てはしっかりとやっておくべきだったん

ではないかと思っております。遅いぐら

いじゃないかというふうに思っておりま

す。

　平成１９年ですけれども、実はこれ私

がそのときに仕様書を書いたんですけれ

ども、両小学校の跡地の基本計画という

ことで、そのとき予算３００万円だった

んですけれども、コンサルタント８社を

指名しまして、校舎を取り壊したらどう

なりますか、じゃああとはどういう絵を

描いたらいいですかという基本計画の、

仕様を書いて入札をしようと思ったんで

すけれども、そのときは何か仕様書と予

算額が合わなかったのかどうかわかりま

せんけれども、８社全て辞退というふう

なことになりました。その後、別にその

財政状況うんぬんだから売らないという

ことじゃないんですけれども、これはこ

んな言い方したらちょっとおかしいかも

しれませんけれども、自分の所有地の状

況を、しっかり詳細まで、法的条件も含

めて把握をしっかりできていなかったと

いう点は、ちょっと反省点があろうかと

思います。

　ですから先ほど申し上げました、今ま

でできていなかった、やっていなかった

というのが、ちょっとやっぱり正直言っ

て我々反省をすべきかなというふうに思っ

ております。と言いますのもやはり、い

つどんな状況になっても動けるように、

すぐに、例えば定借にしても、別にすぐ

に定借をするとか売却するとかいうこと

ではありませんけれども、いつ何時動き

があろうとも、ちゃんとそれに対応でき

るというふうな体制をしっかりと取って

おくということが必要というふうに思っ

ております。

　ですから、今回正雀保育所の件もござ

いますけれども、この有り様につきまし

ては、また今後のしっかりと議論をして

提示をさせていただこうと思いますけれ

ども、この時期を逸すると少し後々のス

ケジュールに支障を来すというふうなこ

とと思っておりますので、このあたりしっ

かり取り組んで行きたいと思っておりま

す。
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○野口博委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　三好委員の２回目のご

質問にご答弁申し上げます。

　まず人材育成につきまして、種々ご指

摘等いただいております。新規採用者の

研修でございますが、現在は６日間行っ

ておりまして、その中で先輩職員と語る

場を設けて、交流するというか、自分の

状況を確認する機会も設けております。

　またその基礎的な知識の継承という部

分については、数年前から退職部長級の

講話という形で、管理職が継承するよう

な研修も設けております。新規採用者の

研修がこれで十分かと言われますと、十

分ですとはなかなか言えない部分がある

のかなというふうには認識しております

し、新規採用者の研修、また他の職階別

の研修も含めて、ご指摘いただいた部分

については、見直しを進めます人材育成

計画などで適切に反映をしていきたいと

いうふうには考えております。少しだけ

人事課の考える人材育成の改革と申しま

すか、そのあたりについてですけれども、

述べたいと思いますけれども、一言で人

材育成と言ってもそう簡単ではございま

せん。

　例えば人事評価制度の再構築、この部

分だけでも人事評価制度の現状の課題と

して、業績評価が未導入であったり、給

料、賞与の反映が適切にできていなかっ

たり、全職員への導入ができていなかっ

たり、再任用制度とのリンクの関係が不

十分であったり、評価者と被評価者の関

係がまだまだ検討の余地があったりと、

人事評価制度の部分だけでも、このよう

に多くの課題ということがございまして、

それに一つずつ対応していっているとい

う現状でございます。

　人事評価制度以外にも、昇任、昇格制

度の見直しの部分であったり、採用試験

制度、これも平成２４年度以降北摂の共

同採用試験以外に、独自の試験を実施し

て、いろいろ課題を見つけたりして対応

している部分もございます。そういった

ところで、人材育成計画見直しをするわ

けなんですけども、その見直しをするま

でもなくできる部分については、改革に

取り組んでおりますので、今後もう一度

課題を十分整理する中で、適切に対応し

てまいりたいというふうに思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。

　次に退職金の問題でございますけれど

も、先ほどラスとの関係ということでご

答弁申し上げました。基本的には市職員

全体を見れば、当然ラスとのリンクとい

うことになるわけですけれども、個々の

職員を見れば、当然単純なラスとの連動

ということにはなってきません。副主査、

係長、課長代理、課長、次長、部長へ昇

格すれば、当然のことながら退職金を含

めた生涯賃金に影響が出てまいります。

　先ほど能力評価の平成２７年１月から

の給与反映というふうに申し上げました

けど、この部分についてはまず管理職か

らというふうに考えておりますが、当然

退職金の方にも影響が出てまいります。

したがいまして、単純に能力評価を実施

して給与へ反映したから退職金が多くな

るということではないんですけれども、

そのあたり、今後導入後どういった影響、

どの程度の影響ということも見きわめな

がら、人事評価制度の部分の運用を進め

ていきつつ、退職金の問題についても検

討を進めてまいりたいというふうに考え

ております。

　それと釜石市の派遣のところのご指摘

をいただいた部分なんですが、先ほど水

谷委員のときに申し上げればよかったん

ですけども、申し訳ございません。本市

の場合は、半年に４回、ですから年に８
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回、派遣職員が市の方に帰ってこれるよ

うな措置をしております。他市の場合は、

半年に１回程度というところもございま

すけれども、本市の場合は、本人がこち

らに戻ってきて、少し英気を養うといい

ますか、家族との関係もございますので、

その部分を優先して、半年に４回、年８

回ということの配慮をいたしております。

そのときに、いろいろ本人と面談をしつ

つ、ご本人さんの意思、状況を十分確認

しながら、今後の対応ということで考え

ておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。

○野口博委員長　総務部長。

○有山総務部長　先ほど山口次長のほう

からコミプラの基本設計というか、別府

のところございました。

　このうち保育所に貸し付けるというこ

とで遅れることはないのかというご質問

がありました。この普通財産の一時使用

許可は、総務部のほうで出しております

ので私のほうから答弁をさせていただき

ます。

　使用許可の期間につきましては、平成

２６年４月１日から２７年３月３１日と

いうことで、１か年の使用許可となって

おります。これに対しまして、私どもの

ほうで付けている条件でございますが、

使用期間中、使用者において当敷地を適

切に管理し、事故、苦情等においても責

任を持って処理をすること。それから使

用期間終了の際は、現状を回復して返還

すること。ご心配のことにつきまして、

こういう条件を付しております。使用期

間中であっても、市が公用または公共用

に供する必要が生じたときは、使用の全

部または一部を取り消しし、または変更

することができるということで、三つの

条件を付しております。したがいまして

このことによって、遅れるということは

生じないと考えておるところでございま

す。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　これで最後にしときま

すけど、先ほどの財政論議なんですけど、

１回目の質問に尽きてくるんですけども、

課長からるるご説明もいただきましたけ

ど、本来財政の担当課長の立場ならば、

もう少し今の財政を厳しく見る必要があ

るんではないかなというふうに思うんで

すけども、例えば先ほど言われてるよう

な、摂津市の財政構造を見ていくと、市

税収入やったら固定資産が安定的に入っ

てくる、法人市民税は他市よりも高い、

市民税は先ほどこれからまだ微量ですけ

ど増えてくる、ただし構造的に見ていく

と、繰出金が多い、それから扶助費がど

んどん増えてくる。

　一方では人件費は相当抑えてきており

ますけど、じゃあ、繰出金が多いことは

それなりにやっぱり公債費が非常に多い

中で、先ほど言うとったのは、一般会計

に対する比率だけを言われてましたけど、

本来やったら、我々やっぱり見ておかな

ければならないのは特別会計に対する、

この繰出金の多さも見とかなあかんので

すよね。

　そういったことを、先日の本会議場で

でも、理事者側からも経常収支比率だけ

とらまえて厳しいとは言いつつも、一方

では財政力指数が大阪府下上位になって

るとか、それとか住みやすさランキング

が全国七十何位になってるとか、一方で

は厳しい厳しいと言いながら、逆に理事

者側のほうが安易な考え方になってるん

ではないかなというのが非常に気になっ

て、先ほど披瀝をしたんですけど、こう

いったことについて、行政に携わってる

副市長のほうから本当に、第５次行政改

革が必要だというのが、その根拠が我々
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もやっぱりきっちりとつかんでおかなけ

れば、第５次行政改革、これからまだ出

てくるであろうという中で、そんなに財

政力指数のトップに行って、住みやすさ

ランキング七十数位まで行ってるんやっ

たら、じゃあ、何を今度行政改革をやる

んですかということについては、我々市

民に対する説明責任もありますし、これ

から５年、１０年先の摂津市のあるべき

姿を考えていったときに、やはり借金と

いうのは早急に返していって、健全な財

政運営にもっていかなければならないと

いうのを、一度ベクトルを合わせておき

たいというふうに思いますんで、きっち

りとお答えいただきたいと思います。

　市史編さんについては、確かに担当者

の立場から言うと、それ以上踏み込んだ

ことは言えないんですけど、私は、総務

部長、財政の責任者として、この１，４

００万円、それから３億円に対するそれ

が総務部が持ってるから総務部にしか聞

けない部分があるんですけど、一旦予算

を付けたやつやから、そのまま行かなけ

ればならないんだという感覚もわからん

ことないですよ。

　ただ見直すということも必要だという

ことを私は訴えてるんですよね。それよ

りもやっぱり今手を差し伸べなければな

らないところに手を差し伸べる予算を、

その部分の何ぼかを持っていく必要性が

あるんではないかなと。

　先ほど来言ってる、古代とか近代って、

僕が言うたらそのままオウム返しのよう

に返ってくるんですけど、そういったと

ころは逆に僕は生涯学習部が所管する、

教育委員会が所管するようなところの分

野やろうと思うんですよね。先ほど言う

たような水害の部分とかいうのは、これ

はもう近代史になって現代史ですから、

大概それは歴史をひもといていったら、

どこの所管だろうが全部出てきますけど

もね。だからそこのあり方というのが、

本当にこのスタートした段階でもう少し

厳しく言えばよかったんですけど、やら

なければならないことはわかりますけど、

ここまで幅を広げてやる必要あるのかと

言うて、２０００年前からもう一度ひも

といてやるんかと言うたら、たまたま明

和池は確かに貴重な文化財かもわかりま

せんが、ああいった文化財についてはやっ

ぱり冊子版でやるとか、昭和５０年にい

ただいた、先ほどの分でもそうですよ、

この摂津市史の別巻というやつも、これ

も後で追加増刷した分なんですよ。

　これは市制３０周年の記念のときにつ

くった分ですよね。だからこういったこ

とができないもんかということを、話を

させていただいてるんです。だからそう

いった観点で、部長、どんな感覚を持っ

てるか教えていただけます。

　それとさっき山口次長からご答弁いた

だいた部分の中で、ちょっと気になる部

分が、旧味舌と三宅の部分は答弁で素直

に反省もしていただいて、この分につい

ては過去どうであったかということはも

う一切言いませんから、やはり早急に調

査もしながら、できるだけ早めに我々の

ほうにも報告をいただけるような業務を

やっていただきたいということで、これ

はもう要望としておきますね。それから、

もう一つ別府のコミュニティ施設につい

ては、資料、構想ができていないという

ことですね。

　確かに、情報の共有化はしていただか

なければならないんで、僕は今いただい

てないから、これ以上は言えませんけど

も、あとでいただいた人がしゃべるかも

わかりませんけど、何か、そういった分

でも我々のこれは大きなプロジェクトやっ

たと思ってるし、すごく別府地域の方々
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が期待も寄せて、ワークショップにもも

のすごく参加もしていただいてやってる

内容なんですよね。それに対して、でき

上がってるやつが議会にも提示されへん

で、後出しじゃんけんみたいなことで、

本当に我々との信頼関係というのは一体

どうなるんかというふうに思ってます。

　これ以上のこと言えませんけど、後の

質問者にこれはお任せしますね。私の手

元に何もないから。それだけちょっと指

摘しときますね。

　それと、人事の人材育成のやつはこれ

からまだいろいろ研究してください。そ

れから退職金にかかわる人事評価制度の

中で、職能給を導入するという部分が、

これは昔からいろいろ議論をしてきて、

その中でできるんは、勤勉手当の中での

運用しか確保はできなかったんですよね。

基本給の原資になる部分で、それは人事

として触れるようになったんですか。そ

この原資を触らないと、退職金には反映

できないんですよね。今の市役所の退職

金制度の中には、給料、本給の部分でし

か退職金には反映できないですよ。あと

の地域手当か勤勉手当なんかは、これは

退職金外ですから、手当て部分は。だか

ら本給部分で触れるようになったんかど

うか、それならばその仕組みをどうして

いくんですかいうて、そのパイの取り合

いですから、トータルの中でのね。それ

は次の議論にしますけど、きょうはその

本給の中で反映できるように、地方公務

員法の中で認められたんかどうか、それ

が認められるんやったら退職金まで全部

反映されるから、個人の所得としてはね。

だからそこの部分をお聞かせいただけま

すか。釜石市に行ってる方については、

そこまでやっていただいているというこ

とについては理解できましたけど、次年

度はどうするのですか。次年度も含めて、

要はこの３月３１日やから、あと２０日

しかないし、本人には僕の感覚で言うた

ら２週間ぐらい前には、内示をやっぱり

出しとってあげないと、人事の問題やか

ら、そういったケアも含めながら、全体

的に言うたらちょっと配慮は足らんなと

いうこともちょっと指摘しときます。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　三好委員の３回目の

ご質問にお答えしたいと思います。

　財政の現状認識として甘いのではない

かというご指摘でございます。

　確かに公債費という観点から言います

と、平成２４年度の財政健全化指標の一

つでございます、実質公債費比率、これ

は当然下水道特別会計の償還も含めます

が、この数値については７．９パーセン

トということで、府内平均を１ポイント

上回ってるということやあるいは近隣市

の状況、茨木市でありますとか吹田市、

摂津市、これはゼロないしはマイナスの

率になっておると、そういうところを考

えますと、非常に公債残高というのは足

かせになるというのは事実でございます。

　それで５次の行革のお話になるんです

が、基本的に５次行革の理念というのが、

持続可能な行政運営、これをするために

どうするんやと、一つは非常に強固な財

政基盤を確立しなければならないという

のが一点と、今もこの委員会で議論になっ

てます人材の育成ということでございま

す。我々も財政方としまして、個々の強

固な財政基盤というのは私は外部環境が、

非常に変わるような状況、我々にとって

は非常に外の環境、税制改正であります

とか、経済環境、こういうのが大きくぶ

れますんで、しっかり基金の残高を見き

わめた上で、地方債についてはコントロー

ルしていきたいというのが財政運営の基

本スタンスと考えております。
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○野口博委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　能力評価結果の給与反

映についての原資の部分についてご答弁

申し上げます。能力評価につきましては

平成１７年の人事院勧告で、国が１８年

から実施をしておりまして、国の制度上

では基本的には予算の範囲内というのが

原則になっております。

　本市としての考え方でございますが、

当然プラス評価ばかりすれば人件費は膨

らんでしまいますので、基本は絶対評価

でございますけれども、そこにある程度

の相対の考え方を持って、トータルで予

算の範囲内で運用していきたいというふ

うに現状は考えております。

○野口博委員長　小野副市長。

○小野副市長　三好委員は十分ご理解の

上でそういう質問しているというように

思っておりますけども、私も第５次行革

の例えば観点から見ても１年前倒しして

おります。

　それで職員の一部から第１次行革から

やってきた人間としては、また行革かと、

もうええ加減にしてくれという声が一部

あるというふうに見てます。したがって、

私はこの前の部長会で言っとったんです

が、この市政運営の基本方針の２ページ、

３ページをきちっと読ませなあかんよと、

ここに背景があるよと、だからこれは職

場で十分部課長が課員に対して自分の言

葉でなぜしなきゃならないかということ

を語ってもらわなあかんということを言っ

ておりました。

　この３月２５日に予算説明会を財政課

がもっております、そこで言おうと思っ

とったんですが、基本的に今までの議会

の中で申しておりますように、歳出面に

ついて、歳入面は市債発行と基金繰り入

れのバランスを図らなきゃならないとい

うことと、適切な受益者負担を求めると

いうことと、それから市有財産を売却な

り貸出しなど有効利用を図るということ

であります。これは過去から申し上げて

まいりました。

　それで問題は歳出面の特に扶助費、と

りわけ単独扶助費については制度改革も

やらなければならいというふうに思って

おりまして、所得制限も入れなけりゃな

らないと思ってます。それから人件費に

ついてもやはり更なるこの連立問題なん

か考えまして、さらにアウトソーシング

と定数は触らざるを得ないと、持たない

というふうに思ってます。

　それで委員ご指摘のように私の認識も

平成１７年の経常収支比率１１０ポイン

ト、これは第２の夕張と言われました。

レジャープールも売りました。あのとき

にも大議論になりました。覚えておりま

す。

　それで平成２４年度１００．２パーセ

ントの中で、人件費は５．３ポイント下

がっております。それが扶助費が６．２

増えております。したがって本会議、委

員会で申し上げてるように、人件費の減

で扶助費が賄えてきたのは間違いありま

せん、単純に言いますと。それはその中

で公債費はご指摘のとおり１２．４下がっ

ております。１２．４下げたと、そうい

うことの中で約１０ポイント下がったこ

とは間違いありません。

　それで、問題は私のところに来るのは、

北摂七市における摂津市はどうするんや

ということを言われるんですね。高槻市、

茨木市、吹田市、箕面市もやってるやな

いかという議論がかなりあります。担当

部長からもこの議論はします。

　ところが、言われましたように、個人

で見ますと、確かに財政力指数でいきま

すと、歳入に対する市税の割合は、平成

２６年度予算でも５２パーセント持って
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おります。去年あたり５０ぐらいあった

と思うんです。これだけ持ってるのは吹

田市とうちしかないんです。そういうこ

とを見れば、安定収入がありますから、

非常に強いと見てもいい、これも市長が

言われるとおりだと思います。

　ただ、その中でも固定資産税が圧倒的

にうちは強いということがありますから、

ここが市の強みであります。それが市長

が言われてる中身であります。ただ今言

われてるその個人で見ましたら、摂津市

は平成２３年度決算見ましても、堺と大

阪市を除いて、４１市中１７位ぐらいに

走っとるんですね。ところが個人では圧

倒的に、いわゆる北摂７市３町で、箕面、

吹田、豊中、池田、豊能、茨木、島本、

高槻まで全部９位まで入ってきます。こ

こに問題があると私は思ってます、基本

的に。そこにあるのが扶助費問題が横た

わってくると、ここを考えておかないと

ならないことと、それから扶助費につい

ては、単独扶助費は市民一人当たりでは

摂津がナンバーワンだと、ところが４１

市中で箕面が３７位であります。したがっ

て箕面の個人市民税が一番高くて、いわ

ゆる単独扶助費が箕面が一番低いという

状況があります。したがってそこのとこ

ろにアンバランスがあり、市が議会のほ

うから、また市民から言われる中身ある

ということがありますので、ここはどう

しても触らないと立ち行かないと。それ

からもう一つは繰出金の問題は、摂津は

第５位であります。それで箕面市が一番

低くて、府下の３８位であります。した

がって、こういうところから見たときに、

いわゆるその公債費の市民１人当たりで

見ても、４１団体中、平成２３年度決算

では吹田が３８位、高槻３９位、茨木が

４１位であります。これの差があります。

したがってそこと付き合いをしていくと

なれば、地方債残高も高槻は府下最低の

４１位であります。それ私は一つこの指

数でいろいろ見方はあるんですが、やは

り経常収支比率と、それからやはり実質

公債費率を見なきゃならないというふう

に思います。

　それでこの経常収支比率には府下で一

番いいのは茨木市であります。これ８６

ぐらいだと思いますから、これ府下ナン

バーワンの財政を誇っております。それ

から実質公債費率につきましては、うち

は７ポイントぐらいあると思うんですが、

茨木とか高槻はマイナスなんです、これ

が。だからそこがないということになる

んですね。

　だからそこのことを考えたときに、摂

津はいわゆる財政の硬直化、底の浅さは

すごいもんがあるというふうに見てます

ので、このことを職員が理解しない限り、

なぜ行革をしなきゃならないのかという

ことになると思うんです。したがって私

はこの２５日の予算説明会でも、これは

言わなきゃならない。したがって第５次

行革は摂津が、茨木、高槻、吹田と伍し

て一緒にやっていこうとするならば、や

はり摂津は摂津としての見直しはせざる

を得ないというふうに私は思っておりま

す。

　そうしなければもたないというのは間

違いないということが思っておりますの

で、そういう観点から今後扶助費問題を

見なきゃならない。

　ただ、扶助費問題もやはりここを余り

触り過ぎると、定住とか人口減とか住み

やすさの問題もありますから、これは十

分議会とも議論させてもらった上で、ど

ういう形で今後していくかということを、

基本的に考えた上で、一方的にはできな

いと思いますので、やはり摂津市の人口

を見ながら、そこの税収、市の核と言い
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ますか、そこのことを見ながらバランス

の取れた形でやるべきだと。しかし、摂

津市の財政は底が非常に浅いということ

は間違いないということを思ってますの

で、財政力は強いですけども、昼間人口

は強いですが、中身の構造は極めて厳し

いというのに、これは職員が一致して理

解をすべきというふうに思っております。

　それから市史の問題ありますけど、市

史の問題は、この議論は進んでおります。

それでこれ申し上げますと、私と総務部

長と当時、和島教育長ですが、これは激

論になりました。総務部長はこの委員で

入ってますけど、総務部長は市史の理解

がないというふうにお叱りを受けてるこ

とを先生から聞いております。

　ただ、ここまで進んできた中身でござ

いますので、これを止めるわけにいかな

い。ただ、私は思いますのは、一部、現

代版でもあんまりにも政治的な形の中で

書かれてる分が多過ぎるんではないかと

いう意見もあります、現実に。この摂津

市の近代版と言いますか、市制施行以降

の書き方も、時の政治の状況とマッチし

過ぎてしまって、非常に問題ではないか

ということを言われております。したがっ

てそういうことも見ながら、一旦進めて

きたもんでございますから、今後のこの

部分は１，７００自治体ありますが、み

んな村史、市史、町史を持っております

が、ここのところはもう一度、やはり議

論はする必要は、進めてきたからこのま

ま進んでいくんだということで行った場

合に、それは阪大の先生方に怒られます

が、摂津市の状況で、これからの財政状

況によっては、この辺のことをもう少し

お願いしてでも、というようなこともやっ

ぱり考えていかないと、もう進んだもん

だからこのまま進めていくと言い切れな

い部分が私にも、個人的に持っておりま

すので、止めるわけではございません。

止めるのはいけませんが、言われたこと

も十分一遍しんしゃくしながら、今後の

市史の編さんをどのペースでどの課が進

めていくかについてはもう一度、ここで

は申し上げませんが、議論はさせていた

だきたいと、また追って、このことにつ

いては議論しますんで、問題はあると私

自身も言わざるを得ない部分だなとは思っ

ておりますので、きょうはこの辺のとこ

ろでご理解を頂戴いたしたいというよう

に思います。

○野口博委員長　三好委員の質疑は終わ

りました。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

（午後４時４４分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 野 口 　 博

総務常任委員  渡 辺 慎 吾
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